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第３章 循環型社会づくりに向けた基本的な考え方 

本章では、概ね 20 年後（2040 年）を展望して、群馬県における廃棄物の適正処理

及び循環型社会づくりに向けた基本的な考え方を定めます。 

 

第１節 計画の基本方針 

１ 基本理念 

 

環境への負荷を抑制し、廃棄物の適正処理を更に推進しながら、環境・経済・

社会を統合した持続可能な形で資源を循環利用していく社会の実現を図ります。 

 

 

 

  社会経済の発展は、私たちに物質的豊かさと便利さをもたらしてきました。し

かし、一方で、大量生産・大量消費の過程で大量の廃棄物を発生させるなど、環

境への負荷の増大も引き起こしてきました。 

  私たちは、地球が有している限りある資源と浄化作用の恵みを次の世代に引き

継いでいかなければならない責務を負っています。 

  環境への負荷をできる限り抑制するとともに、社会経済活動に必要な資源を継

続して確保していくため、廃棄物の適正処理を更に推進しながら、これまでのよ

うな過剰な資源の消費を見直し、持続可能な循環型社会を実現します。 

 

２ 基本目標 

（１）持続可能な社会づくりを目指した環境・経済・社会を統合した取組（ＳＤＧｓ

の考え方を活用） 

SDGｓでは、経済成長、社会的包摂、環境保全を個人と社会の福祉のために

必要な要因としてその調和を図ることが不可欠であるとされています。そこで、

５Ｒ（３Ｒ＋Ｒｅｆｕｓｅ＋Ｒｅｓｐｅｃｔ）の取組を推進することにより、

天然資源の消費を抑制し、循環資源を活かした環境負荷の少ない循環型社会の

形成を推進します。 
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（２）県民等各主体相互の連携の強化によるごみの減量及び資源化の推進 

本県では、一般廃棄物、特に県民１人１日当たりの生活系ごみの排出量が全

国平均より多く、リサイクル率は低い状況にあります。また、一般廃棄物処理

施設の老朽化が進んでいることから広域的なごみ処理体制を構築する必要があ

ります。そこで県民等各主体間で情報を共有し、連携の強化に向けた支援をす

ることで、ごみの減量及び資源化を一層促進していくこととします。 

 

（３）「ごみ」が「循環資源」として再認識され、排出の抑制と「質」の高い循環

的な利用が定着している社会の実現 

本計画が目指す循環型社会は、県民等各主体の日々の５Ｒの実践に加え、ご

みになるものを受け取らず、また、ものに対して敬意をあらわすことにより、

「ごみ」が「循環資源」として再認識され、より「質」の高い循環的な利用に

より何度でも活かすことができる社会です。この社会の実現に向け、県は、市

町村とともに、県民等の取組を支援し、また、県民等各主体間を繋ぎ、資源循

環が形成されるよう取り組みます。 

 

（４）地域循環共生圏※の形成による地域創生の実現 

 2018 年に策定された「第五次環境基本計画」では、ＳＤＧｓの考え方を活

用した「地域循環共生圏」を提唱しています。これは、各地域は美しい自然景

観等の地域資源を最大限に活用しながら自立・分散型の社会を形成し、地域の

特性に応じて資源を補完し合うことにより、地域の活力が最大限に発揮される

ことを目指す考え方です。県は地域循環共生圏の形成に向けた取組を促進しま

す。 

 

（５）大規模災害時にも対応できる広域処理体制の強化 

気候変動の影響等により気象災害が頻発化・激甚化し災害リスクが増大して

います。そのため大規模災害時等にも円滑な廃棄物処理ができるよう、施設の

耐震化・浸水対策等、強靱な廃棄物処理システムの構築が必要であることから、

県・市町村等が連携した災害廃棄物処理体制の強化を図ります。 



 

86 

第３章 循環型社会づくりに向けた基本的な考え方 

第

３

章 

循
環
型
社
会
づ
く
り
に
向
け
た
基
本
的
な
考
え
方 

第２節 重点施策 

群馬県総合計画や群馬県環境基本計画においてプラスチックごみ対策や食品ロ

ス削減、廃棄物の適正処理・排出抑制さらに災害の危機管理等が重点的な施策と

位置付けられていることを受け、本計画では次のとおり取り組みます。 

また、これらの重点施策を実現させるため、本県が行う施策展開については、

第４章に記載します。 

 

１ 地域循環共生圏※形成に向けた取組の推進  

   本計画では、循環資源、再生可能資源等の有効活用により、地域の自然、物

質、人材、資金を地域で循環させ、地域の活性化に繋げていくことが重要であ

ると位置付けます。例えば、食品廃棄物等を循環資源として飼料等に利用する

ことや、未利用間伐材等の再生可能資源を地域のエネルギーとして利用するこ

と等により地域循環共生圏の形成に取り組むこととします。 

   この中では、「群馬県環境基本計画 2021-2030」の中間見直しにおいて各施策

の柱に取り入れる要素の１つとされた「サーキュラーエコノミー※：資源を可

能な限り長く使い続け、廃棄物や汚染を最小限に抑えながら、製品や素材の価

値を最大限に活かす経済システム」の考え方について、本計画においても全体

的に重要な視点とした上で取り組むこととします。 

 

２ 生ごみ等の減量と循環的な利用に向けた取組の推進 

焼却施設で処理されるごみのうち３割強が生ごみです。事業系一般廃棄物の

うち、約２割が生ごみで、卸小売業、宿泊・飲食店からの排出が大部分を占め

ています。また、生ごみの焼却処理が多いため、バイオマスの利活用への支援

なども課題であると位置付け、県が主導して再生利用施設の設置支援や県民等

への意識啓発、ごみ発電等の促進に取り組むこととします。 

 

３ プラスチックごみ対策及び容器包装廃棄物等の資源化の充実 

世界全体で毎年 800 万トン以上のプラスチックごみが海に流出しているとい

う試算があるなど、環境負荷が増大しており、プラスチックのライフサイクル

全体を通じた資源循環を構築することが必要です。また、マイクロプラスチッ

クは有害物質を吸着しやすいとされており、生態系への影響だけでなく海洋生

物を摂取することによる人体への影響も懸念されています。 

国は 2030 年までにワンウェイプラスチックを累積で 25％排出抑制する目標

を掲げており、また、「ぐんま５つのゼロ宣言」では環境中に排出されるプラス

チックごみをなくすことを目指しています。 

 

１ 

２ 

３ 
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これらの実現に向け、ワンウェイプラスチックから再生プラスチック・代替

プラスチックへの転換や、プラスチックごみの回収方法・回収ルートの拡充、

生産段階から再利用などを視野に入れた製品設計の促進に加え、沿岸県と連携

したマイクロプラスチック発生抑制対策にも取り組むこととします。 

 

４ 食品ロスの削減に向けた取組の推進 

まだ食べられる食品が大量に廃棄されており、日本における食品ロスは年間

570 万トン（2019（令和元）年度）と推計されており、国民１人１日当たりご

飯１杯分に相当します。このため、「ぐんま５つのゼロ宣言」の食品ロス「ゼロ」

の実現に向け、 運動の実践を通して、県民及び事業者に食べ物を無駄にしな

い行動を定着させるとともに、ＡＩやＩｏＴ等の活用により、需給予測の精度

向上、需給マッチングの進化により、食品ロスの発生量を最小化します。また、

県内全ての地域にフードバンク※、子ども食堂が設置され、支援を必要とする人

に食品を届ける仕組みを構築します。 

 

５ ごみ処理の広域化に向けた市町村への支援  

平成29年３月に群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープラン※を策定し県全

体として調和のとれた広域化を推進しています。人口減少に伴う排出量減少等

を見込み、地域の状況に応じて施設を計画的に整備するとともに、災害に対す

る施設の強靱化やごみ発電の促進等が必要であるため、県による処理の広域化

に向けた市町村への支援に取り組むこととします。 

なお、令和８年度をもって、上記マスタープランの計画期間が終了となるた

め、持続可能な適正処理の確保に向けた長期的な広域化・集約化に係る計画を

新たに策定した上で、引き続き取り組む予定です。 

 

６ 災害発生時における廃棄物の広域的な処理体制の強化 

近年、全国で地震や豪雨といった災害が発生しており、災害時に発生した廃

棄物の適正かつ円滑・迅速な処理を行うための体制をさらに強化していく必要

があります。 

災害廃棄物の適正かつ円滑、迅速な処理を行うため、県内全市町村が災害廃

棄物処理計画を策定し平時から備えるとともに、市町村の廃棄物処理施設の基

幹的設備改良や更新時に、処理施設の強靱化が進むよう支援します。 

 

５ 

４ 

６ 
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第４章 県の取組 

本章では、令和３（2021）～令和 12（2030）年度の 10 年間を計画期間とし、第

３章の基本的な考え方を実現するための施策を定めます。特に、第３章第２節の重

点施策（概ね 2040 年を展望した長期的な取組）の実現に向け、本計画で速やかに取

り組むべき施策で、県民等各主体の日常生活に直接的に関連するもの、また、県民

等各主体間の新たな連携体制の構築に向けきっかけとなる取組を設定します。 

第１節 廃棄物排出量等の将来推計 

１ 一般廃棄物の将来見込み 

 一般廃棄物の将来見込みは、平成 30 年度に委託により実施した「循環型社会づ

くりに関する県民等意識調査」において推計した数値を基に算出しました。 

 その結果は表 4-1-1 のとおりであり、１人１日当たり排出量は、徐々に減少し

ていくと見込まれます。 

 再生利用率については、ごみ収集量及び直接搬入量の減少に伴い直接資源化量

の減少が見込まれますが、これまでの実績から、今後も中間処理後の資源化量の

増加が見込まれることから、再生利用率は微増傾向となることが見込まれます。 

最終処分量については、排出量の減少等に伴い減少すると見込まれます。 

 

表 4-1-1 一般廃棄物排出量等の将来見込み 

指標 
現状(a) 

（平成 30年度） 

将来見込み(b) 

（令和 12 年度） 

増減 

(b)-(a) 

増減比（％） 

(b)/(a) 

人 口 1,983 千人 1,799 千人 ▲184 千人 90  

  986g   935g   ▲51g  

94.8  

 

１ 人 

１ 日 

当たり 

排出量 

生活系搬入量 705g   669g   ▲36g  

 
 

うち資源 
ごみを除く 

640g   607g   ▲33g  

 うち資源ごみ 65g   62g   ▲3g  

事業系搬入量 235g   223g   ▲12g  

集団回収 46g   44g   ▲3g  

再生利用率 15.2％   17％   1.8 ﾎﾟｲﾝﾄ  

最終処分量 70 千トン 35 千トン ▲35 千トン 50.0  

注：平成 30 年度の調査では、令和 12 年度までの推計を行っていないため、推計値の推移により、令和 12

年度の推計値を計算しました。（なお、生活ごみなどの区分は、令和 12 年の一人一日当たり排出量の推

計値に平成 30 年度の区分比率を乗じています。）端数処理の都合上、合計が合わない箇所があります。 
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２ 産業廃棄物の将来見込み 

 産業廃棄物の将来見込みは、平成 30 年度に委託により実施した｢群馬県廃棄物

実態調査｣を基に以下のとおり推計しました。 

（１）排出量の将来見込み 

 産業廃棄物の将来の排出量については、発生原単位及び処理形態が将来にわ

たり一定であると仮定して、経済指標等に平成 29 年の原単位を乗じて推計しま

した。 

その結果、排出量は令和 12 年度には 3,761 千トンになると見込まれます。 

 業種別でみると、製造業、電気・水道業、建設業で増加すると見込まれます。 

種類別でみると、いずれの種類でも増加すると見込まれます。 

 

表 4-1-2 産業廃棄物の排出量の将来見込み（業種別） 

(単位：千トン/年） 

業種 
平成 29 年度 

排出量 

令和 12 年度予測 

排出量 平成 29 年度比（％） 

製造業 1,288  1,319  102  

電気・水道業 1,156  1,190  103  

建設業 1,138  1,140  100  

その他 115  113  98  

計 3,697  3,761  102  

 

表 4-1-3 産業廃棄物の排出量の将来見込み（種類別） 

(単位：千トン/年） 

種類別 
平成 29 年度 

排出量 

令和 12 年度予測 

排出量 平成 29 年度比（％） 

汚泥 1,693  1,738  103  

がれき類 910  912  100  

動植物残さ 188  194  103  

ｶﾞﾗｽくず・ｺﾝｸﾘｰﾄくず 

及び陶磁器くず 
169  172  102  

その他 736  746  101  

計 3,697  3,761  102  

 

    ＊端数処理の都合上、表中の数値が合わない箇所がある。 
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（２）処理量の将来見込み 

 将来の処理量については、現状の業種別、種類別の発生量に対する処理方法

等の割合が将来にわたり一定であると仮定して推計しました。 

 その結果、減量化率の高い汚泥の排出量が増加すると予測されるため、再生

利用率は微減して令和 12 年度には 51％に、県外での処分を含めた最終処分量

は微増して令和 12 年度には 120 千トンになると予測されます。 

 

表 4-1-4 産業廃棄物の処理量の将来見込み 

指標 

現 状 
(平成 30 年度) 

(a) 

将来見込み 
（令和 12 年度） 

(b) 

増減 

(b)-(a) 

増 減 比

( ％ ) 

(b)/(a) 

排 出 量 (千 ト ン /年 ） 3,697  3,761  63  102  

再 生 利 用 率 （ ％ ） 52  51  ▲1   

最終処分量（千トン/年） 118  120   2  101  
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第２節 計画目標 

本計画では、将来見込や国第四次計画における目標値等を踏まえ、目標年度（令

和 12 年度）における廃棄物の減量化の目標値を、一般廃棄物、産業廃棄物の区分

毎に次のとおり定めます。 

中間見直しにおいて、国第五次計画で全国の目標値が示された１人１日当たり

のごみ焼却量について、県としての目標値を新たに定めます。 

 

１ 一般廃棄物の減量化の目標 

（１）１人１日当たり排出量 

 本県では、人口の減少が予測されることから、ごみの総排出量も自然に減少

していくことが見込まれます。そこで、目標設定に当たっては、総排出量を指

標とするのではなく、１人１日当たり排出量を指標とします。 

 本県の県民１人１日当たり排出量は、表 4-1-1（88 頁）のとおり、目標年度

の令和 12 年度には 935g になると見込まれます。ＳＤＧｓにおいて廃棄物の発

生の大幅な削減が目標とされていることや、国第四次計画の目標値を参考にし

て、本計画では令和 12 年度に 805g 以下とすることを目標とします。 

  

（２）再生利用率 

  本県における再生利用率は横ばい傾向にあり、全国平均よりも５ポイント低

くなっています。 

 今後は、表 4-1-1（88 頁）のとおり、再生利用率は微増傾向となることが見

込まれますが、国の基本方針（廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針）では、平成 32（令和

２）年度における目標値を約 27％としていたため、各主体が協力して資源ごみ

の分別収集の徹底や集団回収の促進に取り組み、全国平均に近づけていく必要

があります。 

よって、本計画では、令和 12 年度に再生利用率を 27％以上とすることを目

標とします。 

 

（３）最終処分量 

本県における一般廃棄物の最終処分量は、表 4-1-1（88 頁）のとおり、ごみ

の総排出量の減少に伴って減少傾向が見込まれます。ただし、この数値は最終

処分量が大幅に減少していた期間を基に推計したため、本計画では、国第四次

計画の目標値を参考にして、令和12年度の本県の目標値を56千トンとします。 
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表 4-2-1 一般廃棄物の減量化の目標値 

指標 平成 20 年度 

現 状 

（平成 30 年， 

2018 年度） 

前 計 画 

目 標 

(令和２年, 

2020 年度) 

本 計 画 

目 標 

(令和 12 年， 

2030 年度) 

国目標 

最 新 の 

実 績 値 

（令和５年度） 

  1,129g  986g  890g 以下 805g 以下 約 850g ＊2 933g 

１人 

１日 

当たり 

排出量 

(＊1) 

生活系 

搬入量 
770g  705g  607g    576g    - 676g  

事業系 

搬入量 
290g  235g  229g    192g    - 231g  

集団回収 68g  46g  54g    38g    - 27g  

再生利用率 15.7％ 15.2％ 25％以上 27％以上 約 27％ ＊3 13.8% 

最終処分量 98 千ﾄﾝ 70 千ﾄﾝ 66 千ﾄﾝ以下 56 千ﾄﾝ以下 約 320 万ﾄﾝ ＊2 66 千ﾄﾝ 

注：端数処理の都合上、表中の数値が合わない箇所があります。 

＊1 計画収集量、直接搬入量、集団回収量を加えた、事業系を含む一般廃棄物の排出量。 

＊2 国第四次計画（令和７年度目標） 

＊3 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針 

（令和２年度目標）
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一般廃棄物１人１日当たり排出量の目標 

 

 

 

 
 

図 4-2-1 一般廃棄物の減量化の目標 

再生利用率及び最終処分量の目標 
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（４）一般廃棄物の減量化に関するその他の目標 

ア １人１日当たりの家庭系ごみの排出量 

循環型社会づくりの推進には、県民のライフスタイルの変革が不可欠であり、

その成果は、日々の生活において５Ｒを実践することで現れてきます。 

また、国第四次計画では、「地域において、国民がごみの減量や分別等に積

極的に取り組むことで、ごみ排出量を削減していくこと（中略）を目指す」と

し、「１人１日当たりの家庭系ごみの排出量」を代表指標として掲げています。 

これは、１人１日当たりごみの排出量から、資源ごみ及び集団回収といった

資源化を目的として収集される部分と事業系の一般廃棄物を除いた、家庭から

の「ごみ」についての推移を計ることができる指標と考えられます。 

本計画でも、県民の日々の５Ｒの実践の成果を「見える化」し、また日々の

実践の指針となる目標として、同指標を用いることとします。 

 

１人１日当たりの家庭系ごみの排出量 ＝ a ÷ ｂ ÷ 365 日 

a：生活系ごみ排出量－（資源ごみ等＋集団回収量） 

b：計画収集人口 

表 4-2-2 １人１日当たりの家庭系ごみの排出量の目標値 

指標 
現状 

（平成 30 年度） 
本計画目標 
（令和 12 年度） 

国 目 標 
（令和７年度） 

最新の実績値 
（令和５年度） 

１人１日当たりの 

家庭系ごみの排出量 
640g  404g   440g 612g 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2-2 １人１日当たり家庭系ごみの排出量の目標 
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イ １人１日当たりのごみ焼却量 

国第五次計画では、「これまで焼却処理に回っていた資源の活用に着目するた

め、飼料化、堆肥化、メタン化等の手法別に把握し、併せてこれらの循環利用

への移行に伴う焼却量の変化についても把握する」こととされ、１人１日当た

りのごみ焼却量について全国での目標値が示されました。 

本計画でも、循環利用への移行の成果を「見える化」し、日常的な取組の指

針となる目標として、同指標を用いることとします。国目標が令和２年度実績

（約 689ｇ）比 16%減で約 580g としていることを参考にして、令和 12 年度の

本県の目標値を 683g とします（令和２年度実績（約 813g）比 16%減）。 

 

表 4-2-3 １人１日当たりのごみ焼却量の目標値 

指標 
実績 

（令和２年度） 
最新の実績値 
（令和５年度） 

本計画目標 
（令和12年度） 

国目標 
（令和12年度） 

１人１日当たりの 

ごみ焼却量 
813g 781g  683g  約 580g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2-3 １人１日当たりのごみ焼却量の目標 
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２ 産業廃棄物の減量化の目標 

（１）排出量 

排出量は、表 4-1-2(89 頁)及び 4-1-3(89 頁)のとおり、汚泥等の増加が見込

まれ、産業廃棄物は増加していくと予想されることから、令和 12 年度は全体と

して平成 30 年度よりもわずかに増加すると予測されます。 

国第四次計画の目標値等を参考に群馬県の排出量を試算して、本計画では令

和 12 年度に 3,768 千トン以下とすることを目標とします。 

 

（２）再生利用率 

再生利用率は表 4-1-4(90 頁)のとおり、横ばい傾向と見込まれます。 

国の基本方針では、平成 32（令和２）年度における目標値を約 56％としてい

たため、今後も再生利用率を向上させる必要があります。 

よって、本計画では令和 12 年度に再生利用率を 56％以上とします。 

 

（３）最終処分量 

県外での処分を含めた最終処分量は、表 4-1-4(90 頁)のとおり、目標年度の

令和 12 年度にかけては微増傾向が見込まれます。 

本計画では、最終処分量を更に減少させることとし、国第四次計画の数値を

参考に試算して、令和 12 年度の最終処分量 85 千トン以下を目標とします。 

 

表 4-2-4 産業廃棄物の減量化の目標値（畜産系を除く） 

指標 
現 状 

（平成 29 年度） 

前計画目標 

（令和２年度） 

本 計 画 目 標 

（令和 12 年度） 
国目標 

最新の実績値 

（令和４年度） 

排出

量 
3,697 千ﾄﾝ 3,500 千ﾄﾝ 3,768 千ﾄﾝ以下 

約 3 億 9 千万ﾄﾝ 

＊1 
3,807 千ﾄﾝ 

再生

利用

率 

51.6％ 53％ 56％以上 約 56％ ＊2 51.3% 

最終

処分

量 

118 千ﾄﾝ 84 千ﾄﾝ 85 千ﾄﾝ以下 約 1 千万ﾄﾝ ＊1 89 千ﾄﾝ 

＊1 国第四次計画（令和７年度目標） 

＊2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方

針（令和２年度目標） 
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３ 廃棄物等の適正処理の目標 

（１）産業廃棄物相談員による立入件数 

廃棄物の適正処理のため、排出事業者への指導拡充を図ります。 

表 4-2-5 産業廃棄物相談員による立入件数の目標値 

指標 
現状 

（令和元年度） 
本計画目標 

（令和 12 年度） 
最新の実績値 

（令和６年度） 

産業廃棄物相談員による 

立入件数 
429 件 430 件 398 件 

 

（２）不法投棄早期解決率 

不適正処理事案の未然防止・早期発見・早期解決のため、監視指導体制を強

化します。 

表 4-2-6 不法投棄早期解決率の目標値 

指標 
現状 

（令和元年度） 
本計画目標 

（令和 12 年度） 
最新の実績値 
（令和６年度） 

不法投棄早期解決率 70％/年 80％/年 92％/年 

＊直近 10 カ年の平均早期解決率％（74%）と直近 5 カ年の平均早期解決率（91%）を勘案し、目標

を 80％（10 カ年平均【10％未満切り上げ】）とする。 

 

（３）市町村土砂条例制定数 

隙間のない監視指導のため、市町村土砂条例の制定を促進します。 

表 4-2-7 市町村土砂条例制定数の目標値 

指標 
現状 

（令和元年度） 
本計画目標 

（令和 12 年度） 
最新の実績値 
（令和６年度） 

市町村土砂条例制定数 27 市町村 32 市町村＊ 29 市町村 

＊本計画目標（令和 12 年度）について、33 市町村から 32 市町村に変更（他法令により規制を行っ

ている 3 市町村を目標値から除外）。 
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４ 災害廃棄物処理体制の強化の目標 

災害廃棄物の迅速かつ円滑な処理を行うため、市町村の災害廃棄物処理計画

の策定を促進します。 

表 4-2-8 市町村の災害廃棄物処理計画数の目標値 

指標 
現状 

（令和元年度） 
本計画目標 

（令和 12 年度） 
最新の実績値 

（令和６年度） 

市町村の災害廃棄物 

処理計画数 
11 市町村 35 市町村 25 市町村 

 

５ 食品ロス削減の目標 

（１）食品ロス発生量 

 2050 年に向けた「ぐんま５つのゼロ宣言」の宣言５で掲げる食品ロス「ゼ

ロ」の実現に向け、2030（令和 12）年度までに、2019（令和元）年度比で食

品ロス発生量を３分の１削減することを目標とします。 

表 4-2-9 食品ロス発生量の目標値 

指  標 
現 状 

（令和元年度） 

目 標 

（令和 12年度） 

最新の実績値 

（令和５年度） 

食品ロス発生量 11.6 万トン 7.7 万トン 9.2 万トン 

 家庭系食品ロス発生量 4.8 万トン 3.2 万トン 4.2 万トン 

事業系食品ロス発生量 6.7 万トン 4.5 万トン 5.0 万トン 

 

図 4-2-4 群馬県の食品ロス発生量の推移と目標 
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（２）ぐんま食品ロス削減推進店（旧食べきり協力店）登録店舗数 

小盛やハーフサイズメニューの設定、量り売り・ばら売り等により食品ロス

の削減に取り組む食べきり協力店（令和６年 10 月に「ぐんま食品ロス削減推進

店」に名称を変更）の登録店舗数の拡大を図り、食品ロス発生量の削減を推進

します。 

表 4-2-10 ぐんま食品ロス削減推進店（旧食べきり協力店）登録店舗数の目標値 

指  標 
現 状 

（令和２年度） 

目 標 

（令和 12年度） 

最新の実績値 

（令和６年度） 

ぐんま食品ロス削減推進店 
（旧食べきり協力店） 

登録店舗数 

517 店舗 1,000 店舗 817 店舗 

 

（３）フードバンク※の人口カバー率 

県内全ての地域にフードバンクが設置され、支援を必要とする人に食品を届

ける活動を定着させます。 

表 4-2-11 フードバンクの人口カバー率の目標値 

指  標 
現 状 

（令和２年度） 

目 標 

（令和 12年度） 

最新の実績値 

（令和６年度） 

フードバンクの人口カバー率 82.2％ 100％ 94.2% 
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６ バイオマスの活用の推進の目標 

堆肥化や飼料などのマテリアル利用のほか、バイオマス発電やバイオマス熱

利用などのエネルギー利用を推進することにより、バイオマス全体及びバイオ

マスの種類ごとの利用量及び利用率の目標を以下のとおりとします。 

 
 

表 4-2-12 バイオマス賦存量の将来予想と利用の目標（炭素換算注 1、単位：トン／年） 

バイオマスの種類 

現状 

（2020（令和２）年度） 

本計画目標 

（2030（令和 12）年度） 

賦存量 利用量 利用率(%) 賦存量注 2 利用量注 3 利用率(%) 

農業資源 わら類 39,795 37,900 95 37,468 37,468 100 

もみがら 4,403 3,853 88 4,084 4,084 100 

条桑育残さ 531 531 100 531 531 100 

収穫残さ 15,760 15,342 97 15,832 15,832 100 

剪定枝 5,205 2,678 51 5,028 3,922 78 

畜産資源 家畜排せつ物 175,651 137,525 78 173,074 135,536 78 

木質資源Ⅰ 林地残材 30,955 8,558 28 60,910 31,826 52 

製材残材 10,857 10,477 96 13,033 13,033 100 

木質資源Ⅱ 建設発生木材 59,132 58,252 99 34,035 33,683 99 

食品資源 動植物性残さ 8,607 5,905 69 8,606 7,315 85 

事業系生ごみ 2,185 1,721 79 1,788 1,466 82 

家庭系生ごみ 6,411 5,027 78 5,929 4,861 82 

排水資源Ⅰ 下水汚泥 8,913 8,865 99 10,501 10,501 100 

し尿・浄化槽汚泥 3,677 30 1 3,399 91 3 

排水資源Ⅱ 農業集落排水汚泥 441 327 74 441 327 74 

全体（合計） 372,523 296,991 80 374,659 300,476 80 

注 1：バイオマス賦存量・利用量（湿潤重量）から含水量を除いて炭素割合を乗じた賦存量・利用量になります。 

注 2：本計画目標（2030（令和 12）年度）における賦存量は、バイオマスの種類ごとに、国・本県等が行う各

種統計調査、群馬県バイオマス活用推進計画に係る進捗点検結果における過年度の推移等に基づき、推

計しました。 

注 3：本計画目標（2030（令和 12）年度）における利用量は、バイオマスの種類ごとに、将来的な生産動向の

変化、国・本県等が行う施策、国のバイオマス活用推進基本計画（平成 28 年 9 月 16 日閣議決定）で定

める目標等を踏まえ、定めました。 

注 4：下水汚泥は、セメント・肥料利用等を含みます。
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バイオマスの種類 

最新の実績値 

（2024（令和６）年度） 

本計画目標 

（2030（令和 12）年度） 

賦存量 利用量 利用率(%) 賦存量注 2 利用量注 3 利用率(%) 

農業資源 わら類 37,387 35,710 96 37,468 37,468 100 

もみがら 4,088 3,577 88 4,084 4,084 100 

条桑育残さ 275 275 100 531 531 100 

収穫残さ 15,349 15,043 98 15,832 15,832 100 

剪定枝 4,418 2,384 54 5,028 3,922 78 

畜産資源 家畜排せつ物 174,598 136,701 78 173,074 135,536 78 

木質資源Ⅰ 林地残材 40,681 4,334 11 60,910 31,826 52 

製材残材 16,732 16,544 99 13,033 13,033 100 

木質資源Ⅱ 建設発生木材 59,132 58,252 99 34,035 33,683 99 

食品資源 動植物性残さ 7,278 4,477 62 8,606 7,315 85 

事業系生ごみ 2,067 1,651 80 1,788 1,466 82 

家庭系生ごみ 5,944 4,748 80 5,929 4,861 82 

排水資源Ⅰ 下水汚泥 10,087 9,028 90 10,501 10,501 100 

し尿・浄化槽汚泥 3,760 31 1 3,399 91 3 

排水資源Ⅱ 農業集落排水汚泥 454 364 80 441 327 74 

全体（合計） 382,250 293,119 77 374,659 300,476 80 

注 1：バイオマス賦存量・利用量（湿潤重量）から含水量を除いて炭素割合を乗じた賦存量・利用量になります。 

注 2：本計画目標（2030（令和 12）年度）における賦存量は、バイオマスの種類ごとに、国・本県等が行う各

種統計調査、群馬県バイオマス活用推進計画に係る進捗点検結果における過年度の推移等に基づき、推

計しました。 

注 3：本計画目標（2030（令和 12）年度）における利用量は、バイオマスの種類ごとに、将来的な生産動向の

変化、国・本県等が行う施策、国のバイオマス活用推進基本計画（平成 28 年 9 月 16 日閣議決定）で定

める目標等を踏まえ、定めました。 

注 4：下水汚泥は、セメント・肥料利用等を含みます。 
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７ 中間見直しに際しての目標の達成状況 

中間見直しに際して確認した目標の達成状況については、表 4-2-13 のとお

りです。目標年度における達成が困難と見込まれる指標もありますが、目標値

設定の前提となる社会経済情勢に大きな変化はないため、基本的に各目標値の

変更は行わないこととします。 

 

表 4-2-13 中間見直しに際しての目標の達成状況 

指標 

策定時 

（一部除き、 

平成 30 年， 

2018 年度） 

中間期 

（一部除き、 

令和５年、 

2023 年度） 

本計画 

目標 

(一部除き、 

令和 12 年， 

2030 年度) 

本計画目標と 

中間期との差 

（一廃） 986g  933g 805g 以下 ▲128g 

１人 

１日 

当たり 

排出量 

(＊1) 

生活系 

搬入量 
705g  676g 576g    ▲100g 

事業系 

搬入量 
235g  231g 192g    ▲39g 

集団回収 46g  27g 38g    11g 

再生利用率 15.2％ 13.8% 27％以上 13.2% 

最終処分量 70 千ﾄﾝ 66 千ﾄﾝ 56 千ﾄﾝ以下 ▲10 千ﾄﾝ 

１人１日当たりの 

家庭系ごみの排出量 
640g 612g 404g ▲208g 

１人１日当たりの 

ごみ焼却量 

（中間見直しに 

おいて追加） 
781g 683g ▲98g 

（産廃）排出量 3,697 千ﾄﾝ(H29) 3,807 千ﾄﾝ(R4) 3,768 千ﾄﾝ以下 ▲39 千ﾄﾝ 

再生利用率 51.6％(H29) 51.3%(R4) 56％以上 4.7% 

最終処分量 118 千ﾄﾝ(H29) 89 千ﾄﾝ(R4) 85 千ﾄﾝ以下 ▲4 千ﾄﾝ 

産業廃棄物相談員による 

立入件数 
429 件(R 元) 398 件(R6) 430 件 32 件 

不法投棄早期 

解決率 
70％/年(R 元) 92％/年(R6) 

80％/年 

(＊2) 
▲22% 

市町村土砂条例

制定数 
27 市町村(R 元) 29 市町村(R6) 

32 市町村 

(＊3) 
3 市町村 

市町村の災害廃棄物 

処理計画数 
11 市町村(R 元) 25 市町村(R6) 35 市町村 10 市町村 
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指標 

策定時 

（一部除き、 

令和２年， 

2020 年度） 

中間期 

（一部除き、 

令和６年、 

2024 年度） 

本計画 

目標 

(令和 12 年， 

2030 年度) 

本計画目標と 

中間期との差 

食品ロス発生量 11.6 万トン(R 元) 9.2 万トン(R5) 7.7 万トン ▲1.5 万ﾄﾝ 

 家庭系食品 

ロス発生量 
4.8万トン(R元) 4.2 万トン(R5) 3.2 万トン ▲1.0 万ﾄﾝ 

事業系食品 

ロス発生量 
6.7万トン(R元) 5.0 万トン(R5) 4.5 万トン ▲0.5 万ﾄﾝ 

食品ロス削減推進

店登録店舗数 
517 店舗 817 店舗 1,000 店舗 183 店舗 

フードバンクの 

人口カバー率 
82.2％ 94.2% 100% 5.8% 

ﾊﾞｲｵﾏｽ 

食品 

資源 

動植物性

残さ 

賦存量：8,607t 

利用量：5,905t 

利用率：69% 

賦存量：7,278t 

利用量：4,477t 

利用率：  62% 

賦存量：8,606t 

利用量：7,315t 

利用率：85% 

利用率：23% 

家庭系生

ごみ 

賦存量：6,411t 

利用量：5,027t 

利用率：  78% 

賦存量：5,944t 

利用量：4,748t 

利用率：  80% 

賦存量：5,929t 

利用量：4,861t 

利用率：82% 

利用率：2% 

全体（合計） 賦存量：

372,523t 

利用量：

296,991t 

利用率：80% 

賦存量：

382,250t 

利用量：

293,119t 

利用率：77% 

賦存量：

374,659t 

利用量：

300,476t 

利用率：80% 

利用率：3% 

 

＊1 計画収集量、直接搬入量、集団回収量を加えた、事業系を含む一般廃棄物の排出量。 

＊2 直近 10 カ年の平均早期解決率％（74%）と直近 5 カ年の平均早期解決率（91%）を勘案し、目標を 80％（10

カ年平均【10％未満切り上げ】）とする。 

＊3 本計画目標（令和 12 年度）について、33 市町村から 32 市町村に変更（他法令により規制を行っている 3

市町村を目標値から除外）。 
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第３節 県の施策展開 
第３章第１節の基本理念及び基本目標の達成に向け、本計画期間の 10 年間に、

次の施策を実施します。 

１ ５Ｒ（３Ｒ＋Ｒｅｆｕｓｅ＋Ｒｅｓｐｅｃｔ）の推進 

（１）５Ｒの普及啓発、県民運動等の推進 

[現状と課題] 

・2050 年に向けた「ぐんま５つのゼロ宣言」を実現し、持続可能な社会の構築

と県民幸福度の向上を図るためには、これまでの３Ｒ（リデュース（発生抑

制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用））に加え、不要なもの

を買わない、受け取りを断るといったリフューズ（断る）や物に対して敬意

を払い、大切に長く使うリスペクト（敬意を表す）の２つのＲを加えた５Ｒ

を推進するなど、トップギアで現状を突破する必要があります。 

・環境と経済を両立させるグリーンリカバリーが、国や企業の環境対策として

だけではなく、経済対策として進められています。国においては、2020（令

和２）年 10 月、「2050 年カーボンニュートラル」を宣言し、同年 12 月「2050

年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を策定するなど、脱炭素

化に向けて大きく舵を切りました。 

・本県における県民１人１日当たりのごみの排出量は、減少又は横ばい傾向に

あり、2018（平成 30）年度では 986g で全国で 11 番目に多いことから、一般

廃棄物の減量に向け、積極的な取組が必要です。 

・2018（平成 30）年度に実施した「循環型社会づくりに関する県民等意識調

査」の結果では、ごみの減量のために重要だと思うこととして、「計画的に

買い物をし、無駄買いをしない（64.5％）」、「ごみの分別、集団回収など

に協力する（54.7％）」など３Ｒへの関心が高いことが分かりました。この

関心を日常生活でのごみ減量化に向けた一人一人の行動につなげ、さらにそ

の成果を県民の誇りにつなげていく取組が必要です。 

 

 

[取組の方向性] 

・「ぐんま５つのゼロ宣言」の実現とカーボンニュートラルの実現に向けて、

県民が日常生活において脱炭素化の取組を進め、県民に５Ｒが定着している

社会を目指します。 

・消費者団体、事業者、県民及び県・市町村等各主体相互が連携した５Ｒに関

する取組を推進します。 

・イベント等でのリユース食器の利用、レジ袋の削減を含む容器包装の簡素

化など、ごみの発生を抑えるための取組を支援します。 
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[施策展開] 

ア 環境にやさしい買い物スタイルの普及促進 

消費者団体、事業者、県、市町村で構成される「群馬県環境にやさしい買

い物スタイル普及促進協議会」と連携し、動画などを積極的に活用して普及

啓発することで、県民一人一人の行動変革を促します。 
マイバッグの活用や、必要なものを必要な分だけ購入すること、リターナ

ブル容器入りの商品や詰替え商品の積極的な選択など、環境に負荷をかけな

い買い物スタイルや５Ｒの徹底を図ります。 

イ 県民への啓発活動（ぐんま５Ｒ宣言等）の推進 

県民の皆さんに３Ｒの行動を宣言してもらう「ぐんま３Ｒ宣言」（令和６

年８月に、５Ｒの行動を宣言してもらう「ぐんま５Ｒ宣言」に変更。第６章

第１節１（149・150 頁）において、県民に期待される役割として取組メニュ

ーを掲載）や、３きり運動（食べきり、使いきり、水きり）、外食時の食べ

残しを減らす３０・１０
さ ん ま る ・ い ち ま る

運動（最初の 30 分と終わりの 10 分は自分の席で料

理を楽しむ）について、県民一人一人が５Ｒの徹底を日常的に意識してもら

えるよう、県ホームページやＳＮＳ等で普及啓発の強化・拡充を図ります。 

また、小盛やハーフサイズメニューの設定等により食品ロスを削減する「食

べきり協力店」（令和６年 10 月に「ぐんま食品ロス削減推進店」に名称を変

更）についても、登録店舗が県内一円に広がるよう取組を強化します。 

さらに、リユースの促進については、県主催のイベント等においてリユー

ス食器を積極的に活用することで、継続的に県民への普及啓発を図ります。 

引き続き、群馬県環境アドバイザー連絡協議会と連携しながら、ごみ減量

に関する講演会などを実施し、県民への５Ｒの定着を図ります。 

ウ ごみの分別の徹底を図るための普及・啓発 

ごみの分別の種類が多い市町村はごみの排出量が少ない傾向が見られるよ

うに、ごみの分別を徹底することはごみの減量につながります。県は、各市

町村に対してごみの分別回収を支援し、各市町村の分別回収の状況を県民に

県ホームページで情報提供します。 

 

（２）廃棄物の発生抑制、資源循環の推進に向けた市町村との連携 

[現状と課題］ 

・地域の実状に応じ古着等を回収している市町村もあることから、こうした取

組を実施する市町村を増やし、回収量の増加を図る必要があります。 

・容器包装廃棄物のうち、プラスチック製容器包装の回収を実施している市町

村の割合は 60％前後、紙製容器包装の回収については 20％前後に留まって

います。 

・容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物について、プラスチック

資源循環促進法に基づき、市町村がプラスチック製容器包装と一括回収（分
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別収集）することが可能になり、令和６年度末現在で県内 11 市町村が実施し

ています。 

・使用済小型電子機器等は、レアメタルなどの貴重な資源が含まれていること

から、「都市鉱山」と呼ばれています。この「都市鉱山」から資源を回収し、

再生利用を推進するため、回収品目の拡大と県民が利用しやすい回収方法の

整備が必要です。 

 

[取組の方向性] 

  ・市町村が実施する廃棄物の発生抑制、循環資源の回収を支援します。 

・容器包装リサイクル法※や小型家電リサイクル法※に定める全ての品目の回収

やプラスチック資源循環促進法に基づくプラスチック使用製品廃棄物の分別

収集を全ての市町村が実施するよう支援します。 

・プラスチックごみについて、回収方法や回収ルートの拡充の推進、助言・情

報提供等の支援を行います。 

 

[施策展開] 

ア 廃棄物の発生抑制等に関する施策の導入に向けた市町村への支援 

廃棄物の発生抑制、資源循環の推進に関する施策の事例やノウハウを共有

し、市町村による施策の導入が促進されるよう支援します。また、廃棄物の

発生を抑制して処理費用を軽減することで、行政サービスに使える予算が増

えることとなるため、経費面から考えることも重要です。これらの施策の実

施を支援する国の補助制度等を活用し、市町村における施策の予算の確保を

支援します。 

市町村が、ごみ処理手数料の有料化※を検討する場合には、住民からの幅

広い理解が得られるよう、市町村に対してコスト分析手法等の技術的支援を

行います。 

イ 市町村が実施している事業との連携 

市町村が実施している事業に関する啓発活動等のうち全県的に実施するこ

とでより多くの成果が期待できる事業については、市町村単独で実施してい

くだけでなく学識経験者、県、市町村、市民活動団体等、事業者により構成

される「ぐんま３Ｒ推進会議」における検討等を踏まえながら各関係者が広

く連携して事業を推進します。 

ウ 各種リサイクル法に定める全ての品目の分別回収の促進 

  市町村への情報提供等を通じて容器包装リサイクル法や小型家電リサイク

ル法に定める全ての品目について、全市町村が分別回収するよう促進します。 

エ プラスチックごみ一括回収の促進 

プラスチック製容器包装とプラスチック使用製品廃棄物の一括回収（分別

収集）について、全市町村が実施するよう、情報提供等の支援を行います。  
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オ 市町村と連携した回収方法・回収ルートの拡充 

回収方法や回収ルートを多様化することで回収量の増加が期待できるプ

ラスチックごみについては、店頭回収の活用を促進する等、市町村や小売

事業者等と連携して回収方法や回収ルートの拡充を推進します。 

また、市町村に対して新たな回収拠点の整備や、回収品目の拡大を検討

する際の助言・情報提供等を行います。 

 

（３）生ごみ、紙・布類のごみ等の減量・リサイクル 

[現状と課題] 

  ・生活系の可燃ごみの約３割は、台所から排出される生ごみであり、事業系の

可燃ごみの約２割は、食品小売業や飲食業から排出される生ごみです。焼却

処分されているごみのうち生ごみの割合が高いことから、一層の排出の抑制

が必要です。 
・容器包装廃棄物のうち、紙製容器包装の回収を実施している県内の市町村の

割合は 20％前後に留まっていますが、雑がみとして回収を行っている市町村

が多くあります。民間を含めた新たな回収ルートを整備し回収量の増加を図

る必要があります。 

・紙・布類が生活系の可燃ごみに含まれる割合は約３割と高いことから、更な

るリサイクル等を促進する必要があります。 
 

[取組の方向性] 

・生ごみ減量に効果がある食べきり、使いきり、水きりの「３きり運動」など

の普及・啓発に努めます。 

・紙・布類の分別回収等によりリサイクル等を促進します。 

・剪定枝等については、ごみ出し前に乾燥等させることを普及・啓発します。 

 

[施策展開] 

ア 生ごみの減量の推進 

  調理や食事の際の食材の食べきりや使いきり、生ごみの水きり、堆肥化の

方法等、県民が日々の暮らしの中で無理なく実践できる生ごみの減量化に向

けた情報提供や普及・啓発に努めます。 

イ 生ごみのリサイクルの推進 

堆肥化等生ごみをバイオマスとして活用した優良事例の検討や情報提供等

を行い、市町村等における生ごみのリサイクルの取組を支援します。 

市町村、一部事務組合等による施設整備に当たっては、循環型社会形成推

進交付金等を活用し、生ごみ堆肥化、メタンガス化等の施設整備を支援しま

す。 
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ウ 紙・布類のリサイクル等の推進 

2019（令和元）年３月から 2020（令和 2）年 10 月まで神流町において民間

事業者が直接、住民から雑がみを回収する社会実験を実施しました。合計

560kg の雑がみを回収し、住民に対する紙類分別の意識啓発に一定の効果が

ありました。 

一方、民間事業者からは、古紙の市況が低迷しており、雑がみのみの回収

では収益が得られないという課題も挙げられました。 

こうした課題を踏まえ、今後、回収方法の改善を図り、引き続き市町村と

協力しながら、紙類リサイクルに向けた新たな回収体制の構築に取り組みます。  

また、生活系の可燃ごみには、再利用や資源化できる布類が多く含まれて

いることから、市町村や民間団体による集団回収や拠点回収等による布類の

回収を促進します。 
エ 剪定枝等の乾燥等による減量の推進 

剪定枝は多くの水分を含んでいるため、乾燥させてから排出すること、ま

た、雑草についても乾燥させ、さらに土をよく落としてから排出すること等

を市町村と連携して普及・啓発します。 

 

（４）リサイクル関連産業の振興 

[現状と課題] 

・世界的に資源需要が高まる中、天然資源を保全するとともに、必要な資源を

確保するため、廃棄物から資源を回収して再生利用する必要性が一層高まっ

ています。しかし、本県の一般廃棄物や産業廃棄物のリサイクル率は、全国

平均よりも低く、廃棄物からの資源の回収を一段と進める必要があります。 

 

[取組の方向性] 

・使用済みになった製品や製造に伴い発生した副産物の品質、性状等に応じて

マテリアルリサイクル※を推進します。 

・循環資源の再生利用は、天然資源の保全や温室効果ガスの排出削減にも寄

与するため、再生製品の利用を促進します。 

・地域の循環資源を活用したリサイクル関連産業の振興等により、地域創生の

基盤づくりを推進します。 

 

[施策展開] 

ア 廃棄物等の有効利用を図る優良事業者の育成 

質の高い資源の循環的利用を実施する事業者や、地域で生産された生ごみ

堆肥を利用する事業者の活動等を優良事例として県民に情報提供することで、

事業者を支援します。 
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イ 再生利用施設の設置促進 

再資源化に寄与するとともに周辺地域の生活環境への配慮がなされている

再生利用施設については、「廃棄物処理施設設置事前協議制度」の手続きを

簡素化することや「産業廃棄物処理施設整備資金制度」等による支援等を通

して、施設の設置を促進していきます。 

ウ グリーン購入※等、再商品化された品目の積極的な利用促進と市場の拡大の支援 

資源を有効に活用し、循環を基調とした社会を実現するため、環境への負

荷が少ないものを購入する、いわゆる「グリーン購入」を積極的に推進し、

需要面から環境物品等の市場拡大を促進します。 

 

（５）プラスチックごみの削減 

[現状と課題] 

・近年、マイクロプラスチックによる海洋生態系への影響が懸念されており、

世界的な課題となっています。毎年約 800 万トンのプラスチックごみが海洋

に流出しているという試算もあり、環境負荷が増大しています。 

・「水源県ぐんま」として、流域で連携したプラスチックごみ対策等を推進す

る必要があります。また、ワンウェイプラスチックを削減し、再生プラスチ

ックや代替プラスチックへの転換を促進するとともに、プラスチックの生産

から流通、消費、廃棄に至るまでのライフサイクルを通じた資源循環の構築

が求められています。 

・さらに、2017（平成 29）年末の中国をはじめとする外国政府による使用済み

プラスチック等の輸入禁止措置等の影響を受けて、国内における廃プラスチ

ック類の処理が逼迫しています。 

・新型コロナウイルスの感染拡大以降、テイクアウト用容器などワンウェイプ

ラスチックのニーズが増加傾向にあると考えられ、プラスチックごみの排出

量の増加が懸念されます。 

・容器包装廃棄物のうち、プラスチック製容器包装の回収を実施している県内

の市町村の割合は 60％前後、またプラスチック使用製品廃棄物の分別収集

を実施しているのは令和６年度末現在で 11 市町村となっており、民間を含

めた新たな回収ルートを整備し回収量の増加を図る必要があります。 

・セルロースナノファイバーや改質リグニンなど、木材由来のプラスチック代

替素材は、大量生産に向け、研究段階にあります。 

・農業生産に伴う廃プラスチック等の農業用廃資材は、農業者の責任で適正に

処理する必要がありますが、各農家で個別に再資源化を行うことは困難であ

り、加えて各農家から排出される廃資材は少量であることから、適正かつ効

率的な処理の体制を整える必要があります。 

・こうした課題を解決するため、プラスチックの生産から流通、消費、廃棄に

至るまでのライフサイクルを通じた資源循環を構築することが必要です。
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[取組の方向性] 

  ・プラスチックごみ「ゼロ」の実現に向けて、沿岸県と連携した発生抑制対策

等の計画を策定し、流域で連携したプラスチックごみ対策を推進します。 

・ワンウェイプラスチックから再生プラスチックや代替プラスチックへの転換

を促進するとともに、プラスチックのライフサイクル全体を通じた資源循環

を構築します。 

・県民が利用しやすいよう、プラスチック製廃棄物の市町村による分別収集の

実施に加えて回収・処理ルートの拡充等を行い、回収量の増加を図ります。 

・農業用廃資材について、再資源化を図るための体制を構築します。 

 

[施策展開] 

ア 流域で連携したプラスチックごみ対策の推進 

「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保

全に係る海洋廃棄物等の処理等の推進に関する法律」（平成 21 年法律第 82 号）

第 14 条による地域計画を作成し、沿岸県と連携したプラスチックごみ発生抑制

対策に取り組みます。 

イ マイクロプラスチック対策の推進 

マイクロプラスチック調査を実施し、本県から海洋に流出するマイクロプラ

スチックの実態把握を行います。 

ウ  ワンウェイプラスチックの削減促進 

これまで、県では、「群馬県環境にやさしい買い物スタイル普及促進協議会」

と連携し、レジ袋削減に取り組んできました。 
県内のスーパーにおける、令和元年７月のレジ袋辞退率は、50.3%でしたが、

レジ袋が有料化された令和２年７月のレジ袋辞退率は、83.5%となり、有料化を

きっかけに大きく伸びました。今後ともレジ袋辞退率が向上するよう、県民向

けにマイバッグの推奨を図ります。 

このほか、ワンウェイプラスチック削減を促進するため、「ぐんまプラごみ

削減取組店登録制度」により、プラスチックごみ削減に積極的に取り組む店舗

を登録し、県内事業者による取組の周知や拡散・拡充を図るとともに、県有施

設でのウォーターサーバーの設置等を行います。 

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和３年法律第 60 号）

（以下「プラスチック資源循環促進法」という）では、プラスチック製品の製

造時にリサイクルしやすい設計（環境配慮型設計）とするための指針の策定

のほか、民間事業者に使い捨てプラスチックの使用抑制やリサイクルを義務

づけることが規定されており、今後、国の動向も踏まえながら、ワンウェイ

プラスチック削減の取組を加速させます。 
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エ グリーン購入※・リユース食器の活用の推進 

群馬県グリーン購入品目別ガイドラインを改訂し、県が調達するプラスチッ

ク製品全般を生分解性プラスチックや木製品への転換を図ります。 

また、会議等での飲料について、ペットボトルからマイボトル持参への転換

を図るとともに、県主催のイベント等でリユース食器の活用を積極的に推進し

ます。 

オ  ワンウェイプラスチックから再生プラスチック・代替プラスチックへの転換促進 

農業用生産資材や建設資材などで使用されているプラスチックについて、再

生プラスチックや代替プラスチックへの転換を促すため、企業・農業者等に対

して技術支援や経営支援を行います。 
農業用生産資材（マルチフィルム）については、生分解性マルチフィルムの

利用を促進します。 
県主催イベント等において、代替プラスチックを使用した製品の紹介を行い

ます。 
また、各市町村が定めている指定ごみ袋について、バイオマスプラスチック

等の導入を促進します。 

カ 革新的な技術・ビジネスモデルの導入促進 

国の「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」や「プラスチ

ックに係る資源循環の促進等に関する法律」の趣旨も踏まえながら、今後、Ａ

Ｉによる資源を必要な量だけ無駄なく利用する仕組みやリターナブル容器によ

る商品提供・回収などワンウェイプラスチックに依存しないビジネスプランを

社会実装できるよう支援します。 
キ プラスチック代替素材の開発支援 

企業と連携して、山村地域に適応した小規模・低環境負荷な製法で、県産木

材からセルロースナノファイバーや改質リグニンを製造する調査研究に取り組

みます。 

ク プラスチックごみ一括回収の促進（再掲） 

プラスチック製容器包装とプラスチック使用製品廃棄物の一括回収（分別収

集）について、全市町村が実施するよう、情報提供等の支援を行います。  

ケ 市町村と連携した回収方法・回収ルートの拡充（再掲） 

回収方法や回収ルートを多様化することで回収量の増加が期待できるプラ

スチックごみについては、店頭回収の活用を促進する等、市町村や小売事業者

等と連携して回収方法や回収ルートの拡充を推進します。 

また、市町村に対して新たな回収拠点の整備や、回収品目の拡大を検討す

る際の助言・情報提供等を行います。 
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２ 廃棄物等の適正処理の推進 

（１）一般廃棄物の適正処理の推進と処理施設の広域化 

[現状と課題] 

  ・これまでの３Ｒの推進等により、1 人当たりのごみの排出量は減少又は横ば

い傾向を示しています。また、人口減少社会の到来によりごみの総排出量も

減少していくことが見込まれています。 

・高齢化社会に対応して、高齢者のごみ出し支援等の取組が必要です。 

また、多文化共生を進めるため、外国人へのごみ出しルールの周知が必要で

す。 

  ・老朽化した一般廃棄物処理施設の維持管理・更新に係るコストの増大等が課

題となっています。 

  ・将来にわたり一般廃棄物の適正な処理を確保するため、廃棄物の広域的な処

理や廃棄物処理施設の集約化等を図った上で、必要な施設の整備を計画的に

進め、地域において安定的かつ効率的な一般廃棄物処理体制を構築していく

必要があります。 

  ・高度化する一般廃棄物処理施設の適正な維持管理を継続するため、市町村担

当者の人材育成を図る必要があります。 

  ・廃棄物処理は、県民生活を維持し経済を支える必要不可欠な業務であり、市

町村及び廃棄物処理業者には、各種感染症の感染拡大下においても安定的に

廃棄物の処理を継続することが求められます。 

・リチウムイオン電池及びリチウムイオン電池を使用した製品が廃棄物として

処理される過程で、火災事故等が発生し、廃棄物処理体制に影響が生じてい

ます。 
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[取組の方向性] 

・５Ｒの推進及び人口減少社会の到来によるごみの減少を踏まえ、コスト、環

境負荷、エネルギー、災害対策を考慮して選定したブロック区分での広域

化・集約化を推進します。 

・高齢者へのごみ出しの支援や、外国人に対するごみ出しルールの周知を行い

ます。 

・一般廃棄物の処理主体である市町村に技術的支援や市町村間の連携・調整を

行い、一般廃棄物処理の広域化を推進します。 

・民間の一般廃棄物最終処分場※の設置に当たっては、事前協議制度を適切に

運用し、地域理解の促進を図りながら、必要な施設の設置を推進します。 

・各種感染症が拡大・継続するような状況下でも、一般廃棄物の適正かつ円滑

な処理が確保されるよう努めます。 

・全市町村がリチウムイオン電池等の安全な処理体制を構築できるよう支援等

を行います。 

 

[施策展開] 

ア 市町村担当者への研修及び情報交換による適正処理の推進 

 廃棄物の多様化に伴う最適な処理方法、人口減少・高齢化社会や多文化共

生社会における廃棄物処理のあり方など、常に新しい情報収集ができるよう、

研修や情報交換を実施します。 

イ 施設の適正な維持管理の確保のための指導監督 

一般廃棄物処理施設への立入検査を計画的に行い、施設の維持管理基準の

遵守状況を確認し、必要な指示を行います。 

ウ 交付金制度を活用した一般廃棄物処理施設整備への支援 

 市町村等の廃棄物処理施設の改良や更新等の計画を把握し、個々の状況に

応じて、効果的に循環型社会形成推進交付金制度等が活用されるよう、施設

整備計画の策定段階から、処理施設の計画的な改良又は更新に向けた指導・

助言を行います。 

エ 群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープラン※実現に向けた市町村等への支

援 

 マスタープランに基づき、市町村等に対して一般廃棄物処理の広域化を促

進するため、複数市町村で構成するブロック会議の設立支援やその会議への

参加を通じて、各ブロックにおける一般廃棄物処理の広域化に向けた取組を

推進するとともに、広域化に向けたノウハウの提供など各種支援を行います。 

環境省通知「中長期における持続可能な適正処理の確保に向けたごみ処理

の広域化及びごみ処理施設の集約化について（通知）」（令和６年３月 29 日環

循適発第 24032923 号）により、令和９年度末までに、都道府県において持続



 

114 

第４章 県の取組 

第

４ 

章 

県
の
取
組 

可能な適正処理の確保に向けた長期的な広域化・集約化に係る計画を策定す

ることが示されました。また、令和８年度をもって、県内の一般廃棄物処理

施設の整備の方向性を示す「群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープラン」

の計画期間が終了となるため、環境省通知の内容を踏まえ、群馬県一般廃棄

物処理長期広域化・集約化計画を新たに令和８年度中に策定します。 

 また、2050 年における温室効果ガス排出量「ゼロ」、災害時の停電「ゼロ」

の実現に向け、一般廃棄物処理施設における発電施設の導入を促進します。 

オ 各種感染症拡大時にも対応できる体制の整備 

    各種感染症が拡大・継続するような状況下でも、一般廃棄物の適正かつ円

滑な処理が確保されるよう、関係主体等との連携協力体制の構築や市町村等

の情報収集、事業継続計画策定の改めての周知や他市町村等への応援要請等

を行います。 

カ リチウムイオン電池等の安全な処理体制の構築に向けた市町村への支援 

家庭から排出されるリチウムイオン電池等が適正に分別収集され、安全に

保管、事業者に引き渡されるよう、市町村に対して施策の事例やノウハウ等

の情報提供を行います。 

また、市町村等が行う消火設備その他火災防止に必要な設備の整備に当た

っては、循環型社会形成推進交付金等を活用し、安全な処理体制の構築に向

けた支援を行います。 

 

（２）産業廃棄物の適正処理の推進と処理施設の確保 

[現状と課題] 

・本県で発生した産業廃棄物の不適正処理事案の中には、副産物等の再生利用

について排出事業者等が法令等を十分に理解していないことが原因となって

いるものがあります。 

・産業廃棄物のリサイクル率や最終処分量は近年横ばい傾向であるため、リサ

イクルの更なる推進が必要です。 

・一部の産業廃棄物は、県内に処理施設がないため、県外において処理されて

いる実態があります。また、地域住民の忌避感や不安感などから処理施設の

設置計画に理解が得られないこともあり、適正処理に必要な処理施設の確保

が、引き続き課題となっています。 

・循環資源として利用できる産業廃棄物については、再生利用等することによ

り、プラスチックごみ「ゼロ」、温室効果ガス排出量「ゼロ」に寄与します。 

・廃棄物処理は、県民生活を維持し経済を支える必要不可欠な業務であり、

廃棄物処理業者には、各種感染症の感染拡大下においても安定的に廃棄物の

処理を継続することが求められます。
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[取組の方向性] 

 ・副産物等の再生利用について、排出事業者・廃棄物処理業者への監視・指導

を強化します。 

 ・使用済みになった製品や製造に伴い発生した副産物の品質、性状等に応じて

マテリアルリサイクル※を推進します。 

 ・県内で発生する産業廃棄物を県内で処理できるよう、必要な処理施設の設置

を促進します。 

 ・再生利用等を目的とした廃棄物処理施設の設置の促進、焼却熱による発電や

蒸気･温水などの熱利用を推進します。 

・各種感染症が拡大・継続するような状況下でも、産業廃棄物の適正かつ円滑

な処理が確保されるよう努めます。 

 

[施策展開] 

ア 排出事業者・廃棄物処理業者への監視・指導の強化 

本県では、大手鉄鋼業者及び大手非鉄金属製造業者の製造工程で発生する廃

棄物（副産物）の不適正処理事案が発生したことから、廃棄物の多量排出事業

者や大規模な事業所に対する調査体制を強化し、廃棄物の適正処理を推進しま

す。 

廃棄物処理業者に対しては、定期的に実施している立ち入り検査の頻度を

増やし、監視・指導を強化します。 

イ 事前協議制度の見直し等による処理施設の設置促進 

廃棄物処理施設の設置許可申請等に先立つ事前審査や地域理解の促進等を

図ることを目的としている事前協議制度の適切な運用または見直しにより、

県内で排出された廃棄物の県内処理を一層可能とするための処理施設の設置

を促進します。 

また、県の融資制度である「産業廃棄物処理施設整備資金」の活用による

支援と合わせて、循環型社会づくり、プラスチックごみ「ゼロ」に資する再

生利用施設の設置を促進します。 

ウ 排出事業者と再生事業者等のマッチングの推進 

廃棄物の再生利用を希望する排出事業者に関する情報と、廃棄物の再生事

業者等に関する情報をマッチングすることにより、廃棄物の有効利用を促進

します。 

特に、木くずや動植物性残渣などのバイオマスは、発電等の燃料に利用す

ることにより温室効果ガス排出量「ゼロ」の実現に寄与することから、積極

的な燃料利用を促進します。 

エ 優良処理業者の育成 

遵法性や事業の透明性等、法令の基準に適合し優良認定を受けた処理業者
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の情報を積極的に公表し、排出事業者が優良認定処理業者に産業廃棄物の処

理を委託しやすい環境の整備を進めます。 

オ 各種感染症拡大時にも対応できる体制の整備 

各種感染症が拡大・継続するような状況下であっても、産業廃棄物の適正

かつ円滑な処理が確保されるよう、関係主体等との連携協力体制の構築や情

報収集、処理業者のリスト提供等による排出事業者に対する積極的な情報発

信等を行います。また、状況に応じて、保管量上限の引き上げや、許可を有

しない者に係る特例を活用した対応等を検討します。 

 

（３）有害物質を含む廃棄物の確実な処理の推進 

[現状と課題] 

・ＰＣＢ廃棄物※及びＰＣＢ使用製品は、その種類ごとに処分期間が定められ

ており、法定の期間内に処分をしなければなりませんが、それらの把握が十

分にはできていません。適正な処理を行うよう指導・助言するためにも、引

き続き、ＰＣＢ廃棄物等の所在を把握し、期間内に処分を完了させる必要が

あります。 

・平成 25 年の水銀に関する水俣条約の採択を受けて、平成 27 年に廃棄物処理

法の政省令が改正されたことから、水銀廃棄物の適正処理を進める必要があ

ります。 

 

[取組の方向性] 

・ＰＣＢ廃棄物や水銀廃棄物の処理については、事業者等の関係者に対して十

分な啓発を行うとともに、必要に応じて立入検査や各種調査を通じて、法令

に則した安全かつ確実な処理を推進します。 

 

[施策展開] 

ア ＰＣＢ廃棄物の処理の推進 

「群馬県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」に基づき、ＰＣＢ廃棄物保

管事業者に対して確実な保管と早期処理の徹底を図るとともに、県内の事業

者に対して保管及び使用の有無に関する調査・啓発を行い、期間内に確実か

つ適正な処理を行うよう指導・助言を行います。 

期間経過後は、必要に応じ代執行を含めた行政処分を行い、確実な処分を

推進します。 

イ 水銀廃棄物の処理の推進 

水銀廃棄物の排出者である家庭や事業者及び処理主体である市町村や処理

業者に対して法令や処理の情報等の啓発を行い、家庭や事業所から排出され

る水銀廃棄物を確実に収集・処理する体制を整備します。 
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（４）不適正処理対策の強化 

[現状と課題] 

・廃棄物の不適正処理については、大規模な不法投棄※等は減少しているもの

の、不適正保管等の事案が後を絶たず、また、無許可業者による悪質・巧妙

化した違反行為が認められます。 

 

[取組の方向性] 

・不適正処理事案の未然防止・早期発見・早期解決のため、監視指導体制を強

化・拡充します。 

 

[施策展開] 

ア 未然防止・早期発見・早期解決に向けた不適正処理対策の強化 

 フリーダイヤル「産業廃棄物 110 番(0120-81-5324(ハイ ゴミ通報) )」に

より広く県民から情報を入手するとともに、職員、産業廃棄物不適正処理監

視指導員（産廃Ｇメン）及び民間警備会社委託等による監視活動を実施し、

不法投棄等不適正処理事案の早期発見に努めます。 

また、認知した事案に対しては、職員等が迅速かつ綿密な調査を行い、行

為者への強力な是正指導により、現場の原状回復を図るとともに不適正処理

の再発を防止します。 

イ 様々な媒体・取組を活用した不適正処理防止啓発活動の強化 

 新聞やラジオ等の各種広報媒体や特命産廃Ｇメン「超速戦士Ｇ-ＦＩＶＥ」

による啓発活動により、事業者や県民の意識啓発を図り、不適正処理事案の

未然防止に努めます。 

ウ 警察・市町村等関係機関との連携 

 県警では、生活安全部生活環境課と各警察署が連携して環境犯罪に対する

取締りを積極的に推進しているほか、県や中核市に警察官を出向・派遣し、

関係機関との情報交換や共同臨場等行政機関と連携した活動を引き続き行い

ます。 

 県では、市町村職員を群馬県職員に併任し、産業廃棄物に関する立入検査

権を付与するとともに、産業廃棄物不法投棄の情報提供に関する協定書を締

結している 12 機関・団体から情報を入手するなど、市町村等関係機関との連

携を強化して不適正処理対策を推進します。 

エ 県警ヘリコプター「あかぎ」によるスカイパトロール 

県と県警は連携して、県警ヘリコプター「あかぎ」によるスカイパトロー

ルを定期的に実施し、目の届きにくい山間部等を上空から監視することで、

不法投棄等の発見に努めます。 

オ ドローンの活用 

    ドローン測量システムを活用することにより、短時間で正確かつ安全に測
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量することが可能になるため、測量結果に基づいて行為者に対して迅速に指

導することで事案を早期解決することができます。また、土砂条例に基づく

許可審査や検査も迅速かつ正確に行うことができます。このようなドローン

のメリットを活かし、測量システムを最大限に活用することにより、産業廃

棄物の適正処理や土砂等埋立ての適正化を推進します。 

 

（５）土砂埋立ての適正化推進 

[現状と課題] 

・土砂の埋立てについては、必要な手続を実施せずに行われた疑いのある事案

が後を絶たず、都市部近郊における開発等に伴う建設残土の発生により搬入

量の増加も見込まれています。 

 

[取組の方向性] 

・適正な土砂埋立てがなされるよう徹底した監視指導を行います。 

・隙間のない監視指導のため、市町村土砂条例の制定を促進します。 

 

[施策展開] 

ア 県土砂条例に基づく厳正な許可審査及び立入検査等による指導の強化 

有害な物質で汚染された土砂等による埋立て等を禁止し、3,000 ㎡以上の

土砂等による埋立て（特定事業）を、原則として知事の許可制とした「群馬

県土砂等による埋立て等の規制に関する条例」（平成 25 年 10 月１日施行）に

基づく厳正な許可審査等により、土砂等の埋立て等の適正化を推進します。 

なお、令和７年５月 26 日からの「宅地造成及び特定盛土等規制法」（盛土

規制法）の運用開始に合わせ、同条例を一部改正し、従来の許可制に代えて

届出制とした上で、埋立て等事業の適正化を引き続き推進します。 

 

イ 市町村土砂条例の制定支援による隙間のない制度の構築 

面積が 3,000 ㎡未満の土砂埋立てに地域の実情に合わせて対応できるよう、

市町村土砂条例の制定を促進します。 

 

（６）廃棄物に該当しない再生資源物の適正処理の確保（不適正ヤード対策） 

[現状と課題]  

・廃棄物処理法上の廃棄物や有害使用済機器に該当せず、既存法令の規制対象

外となっている再生資源物についても、環境保全措置が十分に講じられない

まま、屋外で破砕や保管等が行われることに起因して生活環境保全上の支障

が発生しないよう、適正な処理を確保することが必要です。 

・適切な事業者による資源循環の取組を阻害しないことに留意した上で、今後
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見込まれる廃棄物処理法改正等による国の制度的措置と、県においてこれら

との整合を図りつつ県内実態等を踏まえて創設予定の規制又は地域理解促進

等手続とを併せた制度全体として、適切に運用していくことが必要です。 

 

[取組の方向性] 

・県及び法令による新たな規制を適切に運用し、再生資源物の適正な処理を確

保します。 

 

[施策展開] 

ア 新たな規制の適切な運用 

新たな規制の対象となる既存事業者及び新規に再生資源物の保管等を行お

うとする事業者等に対し、県及び法令による規制の全体について、遵守が必

要な基準及び手続等を的確に周知した上で、審査や立入検査等を適切に実施

します。 

また、手続に際しては、事前の協議手続等の実施により、事業場周辺の地

域理解の促進等を図ります。 

 

イ 規制の施行までの間における対応 

新たな規制が施行となるまでの周知期間等において、事業場が存在する市

町村等とも連携し、規制対象となる事業の実施等に伴って生活環境保全上の

支障が発生することのないよう、必要な監視等を継続します。 
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３ 食品ロス削減の推進 

（１）ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ
も っ た い な い

運動の推進 

[現状と課題] 

 （家庭系） 

・ 食品ロスを削減するには、県民一人ひとりが、食に対する「ＭＯＴＴＡＩ
も っ た い

ＮＡＩ
な い

」

を意識し、行動することが必要となっています。 

・ 平成 30 年度食品の安全等に関する県民意識調査（群馬県健康福祉部調査）に

よると、食育について、実践している内容では、「食に感謝し『もったいない』

という気持ちを持った食事」と回答した人の割合が 47.7%、「食べ残しや食品

の廃棄の削減」と回答した人の割合が 44.5%となっており、食品ロス削減に

関する県民意識の向上が課題となっています。 

・ また、食品の廃棄を減らす方法について、「よく知っている」、「ある程度知っ

ている」と回答した人の割合は 48.5%となっており、食品ロス削減に関する

意識の更なる向上に合わせて、食品ロスの削減方法の普及啓発が求められて

います。 

（事業系） 

・ 2021（令和 3）年度に県が実施した事業系食品ロス実態調査結果によると、

事業系食品ロスの 54.1%が食品製造業から発生しており、製造段階における

食品ロス削減が求められています。 

・ 食品を製造する段階では、加工トラブル・調理ミス、賞味・消費期限切れ、

作り過ぎ、加工・調理くず、返品等が原因で食品ロスが発生しています。 

・ 日本の食品業界では、賞味期間の３分の１までに小売店へ納品しなければな

らない商慣習上のルール（いわゆる３分の１ルール）により、納期に間に合

わない食品が廃棄されています。 

・ 食品の流通の段階では、既に納品された商品よりも賞味期限の日付が前の商

品を納品することができない商慣習があり、商品の廃棄につながっています。 

・ 小売店舗等では、あらかじめ消費者が購入しそうな商品を予測し、店舗に陳

列させますが、予測には必ず誤差が伴うため、売れ残りが発生しています。 

 
[取組の方向性] 

・ 県民及び事業者にＭＯＴＴＡＩＮＡＩ
も っ た い な い

運動が定着し、食品の製造、販売、消費

の各段階で、食品ロスの発生抑制を実現させます。 

 

[施策展開] 

（家庭系） 

ア ３きり運動等の推進 



 
 

121 

第４章 県の取組 

第

４

章 

県
の
取
組 

 ３きり運動とは、まずは食品の賞味期限や消費期限を正しく理解し、必要

なものを必要なときに必要な量だけ計画的に購入した上で、その食品を①使

いきり、②食べきり、③水きりによって食べ残しや生ごみを減らす運動です。 

 この３きり運動や、直接廃棄をなくすため、消費期限が近い食品や家庭で

余りがちな食品を上手に使いきり、無駄なくおいしく食べきることをコンセ

プトにした料理方法（ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ
も っ た い な い

クッキング）など、食品ロス削減

に効果がある実践方法を県ホームページやＳＮＳ、動画等を活用して普及啓

発の強化を図ります。 

  イ 食品ロスダイアリーの推進 

 食品ロスダイアリーとは、日々の生活から発生している食品ロスの量を日

記形式で記録する取組で、食品ロス発生量やロスにつながりやすい行動を自

覚し、食品ロス削減の意識を高める効果があります。 

 この食品ロスダイアリーの取組を県ホームページ等で分かりやすく紹介す

ることで家庭における食品ロスを削減する意識と行動の浸透を図ります。 

  ウ ３０・１０
さ ん まる いち ま る

運動の推進 

 ３０・１０
さ ん まる いち ま る

運動は、会食時における最初の 30 分間（さんまる）、終わりの

10 分間（いちまる）は、自分の席で料理を楽しみ、食べ残しを削減する運動

です。 

この３０・１０
さ ん まる いち ま る

運動を県ホームページ等で分かりやすく紹介することで会

食時における食べ残しを削減する意識と行動の浸透を図ります。 

エ 食育の推進 

 食生活が自然の恩恵の上に成り立っていることへの感謝や、「ＭＯ
も っ

ＴＴＡＩＮＡＩ 
た い な い

」という食べ物を大切にする心が生活の中に深く浸透するよ

う、広報等による普及啓発を強化します。 

また、食と農業への理解の促進・地産地消の推進等により、食料の需給に

ついての理解を深め、生産者を始め、多くの関係者により食が支えられてい

ることを実感し、家庭、学校、地域における実践的な取組が行えるよう、食

育を推進します。 

 （事業系） 

ア ぐんま食品ロス削減推進店（旧食べきり協力店）の推進 

 小盛やハーフサイズメニューの設定、量り売り・ばら売り等により食品ロ

スを削減する食べきり協力店登録制度（令和６年 10 月に「ぐんま食品ロス削

減推進店」に名称を変更）について、登録店舗が県内一円に広がるよう普及

啓発を強化します。 

  イ 外食時の食べ残し持ち帰りの推進 

 外食時に、どうしても食べきれなかった料理については、衛生面に注意し
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た上で、ドギーバッグ等を利用して持ち帰ることが、食品ロスの削減につな

がります。 

 県では、2021（令和３）年度に飲食店における食べ残しの持ち帰りの普及・

定着を図るため、環境省のモデル事業を活用し、上毛バッグ（mottECO）導入

モデル事業を実施しました。このモデル事業の成果を活かし、衛生面での注

意を喚起した上で、食べ残しの持ち帰りとドギーバッグの使用が、当然のラ

イフスタイルとして定着するよう積極的に普及啓発を図ります。 
 

「上毛バッグ」とは、令和２年度環境省等 

主催の NEW ドギーバッグアイデアコンテスト 

で群馬県賞を受賞したドギーバッグです。 

        mottECO とは、環境省が提唱する、飲食店 

で食べきれなかった料理をお客様の自己責任 

       で持ち帰る行為の愛称です。 

 

ウ てまえどりの推進 

 てまえどりとは、商品棚の手前にある食品等、販売期限の迫った品を積極

的に選ぶ購買行動です。 

このてまえどりを普及啓発し、販売期限が過ぎて廃棄されることによる食

品ロスの削減を推進します。 

エ 商慣習の見直しの促進 

 商慣習の見直しによる納品期限緩和や賞味期限の年月表示化に積極的に取

り組む事業者を支援し、サプライチェーン全体での食品ロス削減を促進しま

す。 

 食品原料の無駄のない利用や、製造工程、出荷工程における適正管理や鮮

度保持等の製造方法の見直しに加え、新たな容器包装資材の開発や、パッケ

ージの構造の工夫等による賞味期限の延長の取組を支援し、食品ロス削減を

促進します。 

オ 革新的技術の普及促進 

 生産や流通過程においては、ＡＩやＩＯＴ等を用いた需給予測の精度向上

や需給マッチングの進化など革新的技術の進展が期待されており、先進的な

事業者による取組を普及促進し、食品ロス「ゼロ」を実現させます。 

 

（２）フードバンク※活動等の支援 

［現状と課題］ 

・ フードバンク活動は、安全に食べられるにもかかわらず、販売されない食品を

企業などから寄附してもらい、食品を必要としている人や施設、団体等に無償

提供する活動です。フードバンク活動は、未利用食品の有効活用の観点から、

上毛バッグ 
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食品ロス「ゼロ」につながる取組であり、この活動が県内に広がるよう支援す

ることが必要です。 

・ フードバンク活動には、認知度が低い、食品の安定的な確保が難しい、食品の

運搬などを誰が担うか、運営上のノウハウが得にくいなどの課題があります。

また、フードバンク活動の空白地域を解消することも重要になっています。 

 

［取組の方向性］ 

・ 県内全ての地域にフードバンクが設置され、支援を必要とする人に食品を

届ける活動を定着させます。 

 

［施策展開］ 

ア フードバンク活動の推進 

 認知度向上のため、各フードバンクの活動を県ホームページや動画配信等

により情報発信するとともに、フードバンクのネットワーク化を図り、課題

やノウハウ等を共有することで、フードバンク活動を進化させます。 

イ フードバンクの新設支援 

 活動の空白地帯を解消するため、フードバンク活動の担い手となる団体等

の掘り起こしを行うほか、フードバンク団体のネットワークを活用し、必要

な情報の提供や相談など、フードバンクの新設を支援します。 

ウ フードドライブの推進 

 フードドライブとは、家庭で余っている食品を学校や職場等に持ち寄り、

それらをまとめて地域の福祉団体や施設、フードバンクなどに寄附する活動

のことです。 

県自らフードドライブに取り組むほか、フードドライブ実施マニュアル（令

和３年３月策定）を、市町村や各種団体・企業に広く周知し、フードドライ

ブに取り組んでもらえるよう呼びかけ、県内全域にフードドライブの輪が拡

大するよう普及啓発を行います。 

エ 官民共創の推進 

 未利用食品と消費者のニーズをマッチングさせることで、フードシェアリ

ング事業に取り組む先進的な企業等と連携し、官民共創で食品ロス削減とフ

ードバンク活動支援の同時達成を目指します。 

 また、DX（デジタルトランスフォーメーション）により、食品提供業者が

フードバンクに簡易に未利用食品を提供できるようなマッチングシステムの

整備・運用を進めます。 
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４ バイオマスの活用の推進 

[現状と課題] 

（バイオマス全体） 

・バイオマスは、動植物に由来する有機性資源のことで、持続的な利用が可能

であり、カーボンニュートラルという特性を有しています。2020（令和２）

年度時点で、本県の炭素換算したバイオマスの賦存量は約 37 万３千トン／

年、利用量は約 29 万７千トン／年、利用率は 80％です。林業や畜産が盛ん

な本県は、間伐材や家畜排せつ物などのバイオマス資源に恵まれており、こ

れらの資源を効果的に活用していく必要があります。 

・バイオマスの活用を着実に進めるためには、県民、市民活動団体等、事業

者、行政の各主体が密接に連携し、業種ごと・地域ごとに実情に応じた取

組を進めていくことが求められています。 

（木質資源Ⅰ（林地残材、製材残材）） 

・地域内で伐採した低質木材を、地域内でバイオマス発電等の燃料として利用

するエネルギーの「地産地消」の取組が県内各地域で行われています。 

・2018（平成 30）年３月に大型木質バイオマス発電所が稼働を開始したことに

より、これまで県内で利用がなかった低質木材の需要が増加していますが、

今後、更なる低質木材の利用拡大の推進が必要です。 

・燃料用チップなどに利用される低質木材は、取引価格が安いことから、収集・

運搬コストの低減を図るとともに、伐採した地域で利用する「地産地消」が

理想です。 

（食品資源（事業系生ごみ、家庭系生ごみ）） 

・生活系の可燃ごみの約３割は、台所から排出される生ごみであり、事業系の

可燃ごみの約２割は、食品小売業や飲食業から排出される生ごみです。減量

を進めた上で、やむを得ず排出される生ごみはバイオマスとして利用するた

めの取組を進めていく必要があります。 

（食品資源（動植物性残さ）） 

・「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」（食品リサイクル法※）で

は、食品製造等により生じる食品循環資源の再生利用を促進することで、そ

れらの有効な利用の確保及び食品廃棄物等の排出の抑制・減量を図るととも

に、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び

国民経済の健全な発展に寄与することとしています。国と地方自治体が連携

して、食品廃棄物等の発生抑制・再生利用等の推進を図ることが必要です。 

 

[取組の方向性] 

（バイオマス全体） 

・地域におけるバイオマスの活用を促進するため、バイオマスの供給者、製品

等の製造者、利用者などの関係者が連携し、効率的かつ経済的な地域循環型
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システムを構築します。 
・産学官の一層の連携を図り、本県の地域特性を生かした技術開発を推進し、

競争力のある新たな産業の創出や育成に取り組みます。 

・バイオマスの活用に対する理解や意識の向上を図るための取組を推進します。 
・県民、市民活動団体等、事業者、行政の各主体における活動を促進するため、

情報提供や助言、各主体間の調整等を行うとともに、必要に応じて、活動に

対する支援を行います。 

（木質資源Ⅰ（林地残材、製材残材）） 

・林地残材の利用を促進するため、効率的な収集・運搬システムの構築、加

工・流通体制の整備、需要の拡大に重点的に取り組みます。 

・県内各地域における、森林資源を活用したエネルギーの「地産地消」の取組

を支援します。 

・素材生産事業者、チップ製造事業者、バイオマス発電事業者などの関係者が

連携した、効率的かつ経済的なエネルギーの地域循環システムの構築を推進

します。 

・低質木材の効率的な収集・運搬システムの構築、木質バイオマスの供給・利

用施設整備を推進します。 

（食品資源（事業系生ごみ、家庭系生ごみ）） 

・一般廃棄物の処理主体である市町村における生ごみの再生利用等の取組を支

援します。 

（食品資源（動植物性残さ）） 

・食品関連事業者等に対して、食品廃棄物の削減に向けた普及・啓発を行い、

食品循環資源の再生利用等の取組を促進するとともに、再生利用事業者の認

定制度や補助制度の周知を行うなど、国と連携しながら、食品リサイクルの

普及啓発を行います。 

 

[施策展開] 

ア バイオマス活用推進計画の推進（バイオマス全体） 

県庁各部局で構成される「群馬県バイオマス利活用推進連絡会議」におい

て、持続可能な脱炭素社会の実現に向けた取組を総合的かつ計画的に推進し

ます。 

・経済性が確保されたシステムの構築 

・新技術の開発と産業の育成 

・バイオマス活用に関する理解の促進 

・民間団体、市町村における活動の促進 

イ 木質バイオマスの利用促進（木質資源Ⅰ（林地残材、製材残材）） 

木質バイオマス発電や木質資源ボイラー等の燃料となる木質チップやペレ

ットの生産施設や利用施設等の整備を支援します。 
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燃料となる低質木材の安定供給及び輸送コストの低減のため、中間土場の

整備を支援します。 

県内各地域の実情に応じた森林資源を活用したエネルギーの「地産地消」

の取組を推進します。 

ウ 生ごみのリサイクルの推進（食品資源（事業系生ごみ、家庭系生ごみ）） 

堆肥化等生ごみをバイオマスとして活用した優良事例の検討や情報提供等

を行い、市町村等における活用の推進を支援します。 

市町村、一部事務組合等による施設整備に当たっては、循環型社会形成推

進交付金等を活用し、生ごみ堆肥化、メタンガス化等、多様なバイオマス活

用に向けた施設整備を支援します。 

エ 食品リサイクルの推進（食品資源（動植物性残さ）） 

国や市町村と連携しながら食品関連事業者、再生利用事業者及び農林漁業

者等に対し食品リサイクルに関する法令や認定制度、補助制度、優良事例の

紹介等を通じて食品循環資源の再生利用の取組を促進します。 
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５ 災害廃棄物処理体制の強化 

（１）広域的な災害廃棄物処理体制の強化 

[現状と課題] 

・ひとたび大規模災害が起こると、大量かつ多種類の廃棄物が混在して発生し

ます。 

・災害廃棄物の処理は、生活環境の保全及び公衆衛生の悪化の防止、また、被

災地域の早期の復旧・復興への第一歩であることから、適正かつ円滑・迅速

な処理が重要です。 

・災害廃棄物の処理責任がある市町村は、適正かつ円滑・迅速な対応に向け、

災害廃棄物の種類・発生量や処理工程・期間、仮置場の設置・管理・運営指

針等を盛り込んだ市町村災害廃棄物処理計画を策定する必要があります。 

・大規模災害時には、市町村の職員や廃棄物処理施設の被災、市町村の廃棄物

処理施設の能力を遙かに超える廃棄物の発生、また、市町村で対応できない

多種多様な廃棄物の発生などの事態が予想されます。 

このような事態に対応するためには、被災市町村に対する広域的な相互応援

体制の構築及び廃棄物処理業者を始めとする民間業者との連携等が不可欠

です。 

 

[取組の方向性] 

・県内の全市町村が災害廃棄物処理計画を策定するとともに、広域的な連携体

制を構築するなど、災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理を行うため、平

時からの備えを行います。 

 

[施策展開] 

ア 市町村災害廃棄物処理計画策定への支援 

計画策定の基礎となるデータの提供及び研修会や協議会を開催し、県内の

全市町村が災害廃棄物処理計画を策定できるよう支援します。 

イ 広域的な応援・連携体制の強化 

今後の大規模災害の発生に備え、災害廃棄物の適正処理及び再資源化に係

る広域的な連携体制の構築を図ります。 

 

（２）廃棄物処理施設の強靱化の促進 

[現状と課題] 

・廃棄物処理施設が地震や水害等の大規模災害時にも稼働できるよう、施設の

耐震化、浸水対策、長期停電への対策等、強靱な廃棄物処理システムを構築

することが求められています。 
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[取組の方向性] 

・市町村等の廃棄物処理施設の基幹改良や更新時に合わせ、計画的に廃棄物処

理施設の強靱化等が行えるよう支援します。 

 

[施策展開] 

ア 市町村等による廃棄物処理施設の強靱化、防災拠点化等の取組への支援 

大規模災害時においても一般廃棄物処理施設の稼働を確保し、災害廃棄物

を適正かつ円滑・迅速に処理できるよう、また、焼却施設から電力や熱を供

給することにより、地域の防災拠点として活用できるよう、市町村等による

廃棄物処理施設の強靱化等の取組を支援します。 
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第５章 海岸漂着物対策推進 

第１節 基本的事項 

１ 海岸漂着物対策推進の背景 

近年、我が国の海岸に、我が国の国内や周辺の国又は地域から大量の漂着物が

押し寄せ、生態系を含む海岸の環境の悪化、美しい浜辺の喪失、海岸機能の低下、

漁業への影響等の被害が生じています。こうした状況を踏まえ、平成 21 年 7 月に

は、海岸漂着物対策の推進を図ることを目的として、「海岸漂着物処理推進法」

が成立し、公布・施行されました。 

また、世界全体では、毎年約 800 万トンのプラスチックごみが海洋に流出して

いるとの報告があります。このままでは 2050 年には海洋中のプラスチックごみの

重量が魚の重量を越えるとも試算されています注 1。 

このように、海岸漂着物が海洋環境に深刻な影響を及ぼしていることから、全

国的にも国際的にもその発生抑制対策が求められています。 

さらに近年では、海洋に流出する廃プラスチック類や微細なプラスチック類で

あるマイクロプラスチックが生態系に与え得る影響等について国際的に関心が高

まり、世界全体で取り組まなければならない地球規模の課題となっています。 

これらの海岸漂着物等の問題に対して、海岸を有する地域だけでなく、河川流

域圏の内陸地域と沿岸地域が一体となり、循環型社会形成推進基本法等の施策と

相まって海岸漂着物等の発生を効果的に抑制するなど、広範な関係主体による取

組が必要です。 

本県では、「群馬県環境基本条例」において「良好な環境の保全と創造」を実

現することを目標としています。また、2019(令和元)年 12 月には、2050 年に向

けて、災害に強く、持続可能な社会を構築するとともに、県民の幸福度を向上さ

せるため『ぐんま５つのゼロ』を宣言しており、その一つとして、プラスチック

ごみ「ゼロ」を掲げています。 

海のない内陸県である本県においても、環境中に排出されたごみが、河川を経

由して最終的に海に流出し海岸漂着物になるため、当事者であるという意識を持

ち、発生抑制対策を進めていく必要があります。 

こうしたことから、本県では、「海岸漂着物処理推進法」に基づく地域計画を策

定します。 

 

________________________________ 

注 1: WEF, 2016,,The New Plastic Economy Rethinking the future of plastics 
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第２節 群馬県の現状と課題 

１ 河川へのごみ流出状況 

海岸漂着物は、海岸や沿岸で投棄されるものだけでなく、内陸部から流れ出た

ものが河川を通して漂着するものもあります。これらの内陸部に由来するごみの

現状を把握するため、河川敷における散乱ごみ調査及び河川水中のマイクロプラ

スチック調査を実施しました。 

河川敷における散乱ごみ調査は「河川ゴミ調査マニュアル（平成 24 年３月国土

交通省水管理・国土保全局河川環境課）」及び「散乱ごみ実態把握調査ガイドラ

イン（令和３年６月環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室）」に従い、河川

水中のマイクロプラスチック調査は「河川マイクロプラスチック調査ガイドライ

ン（令和３年６月環境省水・大気環境局水環境課）」に従い実施しました。 
 

表 5-2-1 調査地点（令和３年度） 

河川名 
河川敷における 
散乱ごみ調査 

河川水中のマイクロ 
プラスチック調査地点 

近傍の 
環境基準点 

利根川上流 月夜野橋 右岸 月夜野橋 流心 月夜野橋 

利根川中流 利根橋 右岸 利根橋 右岸 群馬大橋 

利根川下流 千代田町瀬戸井 左岸 昭和橋 左岸 利根大堰 

片品川 二恵橋 左岸 二恵橋 流心 二恵橋 

吾妻川 北群馬橋 右岸 北群馬橋 流心 吾妻橋 

烏川 岩倉橋 右岸 岩倉橋 右岸 岩倉橋 

渡良瀬川 鹿島橋 右岸 葉鹿橋 流心 葉鹿橋 

谷田川 板倉大橋 左岸 板倉大橋 流心 合の川橋 

 

表 5-2-2 調査地点（令和４年度） 

河川名 
河川水中のマイクロ 

プラスチック調査地点 
近傍の 

環境基準点 

利根川上流 月夜野橋 流心 月夜野橋 

利根川下流 昭和橋 左岸 利根大堰 

渡良瀬川 葉鹿橋 流心 葉鹿橋 

 

表 5-2-3 調査地点（令和５年度） 

河川名 
河川水中のマイクロ 

プラスチック調査地点 
近傍の 

環境基準点 

利根川下流 利根大堰 左岸 利根大堰 

広瀬川 中島橋 右岸 中島橋 

神流川 神流川橋 流心 神流川橋 
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表 5-2-4 調査地点（令和６年度） 

河川名 
河川水中のマイクロ 

プラスチック調査地点 
近傍の 

環境基準点 

利根川下流 利根大堰 左岸 利根大堰 

石田川 古利根橋 流心 古利根橋 

赤谷川 小袖橋 流心 小袖橋 

 

 

図 5-2-1 調査地点（広域） 

２ 調査結果 

（１）河川敷における散乱ごみ調査結果（令和３年度） 

回収されたごみ量は、利根川中流の利根橋及び渡良瀬川の鹿島橋など河川敷

の面積が大きな地点で多い結果となりました。一方、二恵橋や板倉大橋で少な

い結果となりました。 

ごみの組成としては、プラスチックや金属、ガラス・陶器が多く確認されま

した。プラスチックとしては、その他プラスチック袋やレジ袋、食品の容器包

装などが、金属としては、アルミやスチールの飲料缶、ガラス・陶器としては

瓶やガラスの破片が多く確認されました。 

また、河川敷のごみの状況から、意図的に投棄されたと思われるごみや、風

や雨水などにより非意図的に散乱したと考えられるごみなどが確認されました。 
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図 5-2-2 調査地点別容積密度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2-3 全地点の品目別容積（右）及び全地点の品目別容積割合（右） 

 

飲料缶とレジ袋 シートや袋の破片 その他プラスチック類 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2-4 確認された散乱ごみの写真 

 

（２）河川水中のマイクロプラスチック調査結果（令和３年度～令和６年度） 

確認されたマイクロプラスチックの個数密度は、夏季に 0.5～37.7 個/m3、秋

季に 0.3～13.8 個/m3の範囲であり、全体的には河川の上流域の地点では小さく、

下流域の地点では大きい傾向が見られました。また、夏季に比べ、秋季に個数

密度は減少する傾向がありました。 
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確認されたマイクロプラスチックの形状の多くは破片状でした。材質は、ポ

リエチレンが多くを占めました。ポリエチレンはポリ袋や容器包装などによく

利用されています。色としては白が最も多く、次いで透明でした。 

河川水中のマイクロプラスチックは排出負荷量（各発生源から水路等に排出

される汚濁の量）の増加に伴い増加しており、人間活動が活発な所でマイクロ

プラスチックの個数が増加していることが示唆されました。 

マイクロプラスチックの由来となったプラスチックを推定すると、形状が繊

維状のマイクロプラスチックは衣類やロープ・バンド等に由来する化学繊維、

破片状のマイクロプラスチックのうち緑色で材質がポリエチレンやポリプロピ

レンのものは人工芝、膜・シート状のマイクロプラスチックのうち透明・白色

で材質がポリエチレンやポリプロピレンのものはレジ袋等のプラスチック袋に

由来している可能性が高いと考えられます。 

 

破片状 繊維状 膜・シート状 発泡プラスチック 
 

   

図 5-2-5 採取されたマイクロプラスチックの写真 

 

表 5-2-5 マイクロプラスチックの個数密度 

河川名 地点名 個数密度（個／立方メートル） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

夏季 秋季 夏季 秋季 夏季 秋季 夏季 秋季 

利根川上流 月夜野橋 0.5 0.3 1.1 0.7 － － － － 

利根川中流 利根橋 37.7 1.2 － － － － － － 

利根川下流 
昭和橋・ 

利根大堰下流 
1.8 2.5 5.8 2.6 18.5 13.8 7.8 4.5 

渡良瀬川 葉鹿橋 13.0 1.5 3.4 2.4 － － － － 

神流川 神流川橋 － － － － 1.8 1.8 － － 

広瀬川 中島橋 － － － － (50.7※) 9.3 － － 

石田川 古利根橋 － － － － － － 14.6 13.0 

赤谷川 小袖橋 － － － － － － 2.2 0.5 

片品川 二恵橋 3.1 0.6 － － － － － － 

烏川 岩倉橋 1.4 1.1 － － － － － － 

谷田川 板倉大橋 21.9 11.0 － － － － － － 

吾妻川 北群馬橋 3.8 2.0 － － － － － － 
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※令和 5年 8 月の中島橋（広瀬川）については、降雨の影響を大きく受けたことから参考扱い

とし、マイクロプラスチック候補粒子の同定まで行っていないため、マイクロプラスチック

候補粒子の個数密度を示している。 

 

 

図 5-2-6 マイクロプラスチックの個数密度及び材質割合（令和３年度） 

 

 

図 5-2-7 マイクロプラスチックの個数密度及び材質割合（令和４年度） 
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図 5-2-8 マイクロプラスチックの個数密度及び材質割合（令和５年度） 

 

 

図 5-2-9 マイクロプラスチックの個数密度及び材質割合（令和６年度） 

 

表 5-2-6 調査結果の概要 

 ごみ散乱状況及び組成調査 マイクロプラスチック調査 

量 20L ごみ袋約 1/8～2 袋 

二恵橋、板倉大橋で少ない 

利根橋、鹿島橋で多い 

夏季：0.5～37.7 個/m3 

秋季：0.3～13.8 個/m3 

月夜野橋で少ない 

利根橋や板倉大橋で多い 

種類 プラスチックや金属、ガラス・陶器が多い 

プラスチック：その他プラスチック袋、 

レジ袋、食品の容器包装 

金属：アルミ缶、スチール缶 

ガラス・陶器：瓶やガラスの破片 

形状：破片状が多い 

材質：ポリエチレン、ポリプロピレン

が多い 

色：白が多く、次いで透明 
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３ 本県における課題 

（１）発生抑制に関する課題 

利根川流域は本県のほぼ全域に及び、渡良瀬川や片品川、烏川、吾妻川など

の一級河川とそれらに注ぐ多くの支流を通じて、県内全域から河川ごみ及びマ

イクロプラスチックが流入します。そのため、特定の地域に限定するのではな

く、全域を対象とした発生抑制対策が必要となります。 

散乱ごみ調査を行ったほとんどの河川敷では、レジ袋や食品の容器包装等の

プラスチックごみが多く確認されました。河川敷へのアクセスが容易な場所で

は、レジ袋に入ったアルミのアルコール飲料缶や瓶といった意図的に投棄され

たと考えられるごみが確認されたことから、県民一人一人のマナーやモラルの

向上が求められます。また、風や雨水による非意図的な移動と考えられるごみ

も多く確認され、台風などの大規模出水時には、さらに多くのごみが移動して

くると考えられることから、道路や水路、河川などの環境中に既に流出してし

まったごみも含めてプラスチックごみなどの適正な管理及び処理が求められま

す。 

本県においては、河川水中のマイクロプラスチックは排出負荷量の増加に伴

い増加しており、人間活動が活発な所でマイクロプラスチックの個数が増加し

ていることが示唆されました。なお、確認されたマイクロプラスチックのうち、

材質別ではレジ袋や容器包装等に利用されているポリエチレンが大部分を占め

ていました。 

利根川流域の上流に位置する本県においても、河川への流入前にプラスチッ

クの細分化がある程度進んでいると考えられるため、プラスチックごみの徹底

した管理及び適正な処理が求められます。また、県内全域において、５Ｒの推

進、レジ袋等のプラスチック製品の使用量削減を進めていく必要があります。 

利根川流域は本県のほぼ全域に及ぶため、プラスチックごみ等の徹底した管

理及び適正な処理に関しては多くの市町村の協力が不可欠です。なお、プラス

チックごみを含む海岸漂着物の問題は、流域圏の内陸地域と沿岸地域が一体と

なり、循環型社会形成推進基本法等の施策と相まって海岸漂着物等の発生を効

果的に抑制する等、広範な関係主体による取組が必要です。本県は利根川流域

の上流に位置する内陸県であることから、利根川の河口に面する沿岸県である

茨城県及び千葉県と連携・協力し、海岸漂着物等の発生抑制対策に取り組む必

要があります。 

 

（２）環境学習・普及啓発に関する課題 

河川敷には、意図的に投棄されたと考えられるごみが見られ、また、風や雨

水により非意図的に移動してきたと考えられるごみも多く確認されました。 
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さらに、散乱したプラスチックごみが分解されることによりマイクロプラス

チックが河川中に増加していることも考えられるほか、タイヤの摩耗や衣類か

らの化学繊維の放出など私たちの身近にある製品の使用に伴いマイクロプラス

チックが発生することも考えられます。そこで、県民一人一人が自ら考え、課

題解決に向けて主体的に行動するよう、環境学習及び普及啓発を展開していく

必要があります。 

内陸県である本県においても、ごみが環境中に排出されると最終的には海ま

でたどり着くということを、県民一人一人に認識してもらう必要があります。 
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第３節 発生抑制対策等について 

１ 重点区域 

利根川流域は本県のほぼ全域に及び、渡良瀬川や片品川、烏川、吾妻川などの

一級河川とそれらに注ぐ多くの支流を通じて、県内全域から河川ごみ及びマイク

ロプラスチックが流入することから、重点区域は県内全域とします。 

 

２ 発生抑制対策 

（１）プラスチックごみの削減 

本県は、海岸漂着物の発生抑制対策として、その多くを占めると考えられる

プラスチックごみの発生抑制対策を図ります。また、プラスチック製品の使用

量削減、適正管理による流出抑制及び流出したプラスチックごみの回収等を実

施するとともに、発生抑制対策の施策の効果を確認するため、河川水中のマイ

クロプラスチック調査や河川敷散乱ごみ調査を継続して実施します。 

 

＜具体的事業＞ 

ア ワンウェイプラスチックの削減促進（再掲） 

これまで、県では、「群馬県環境にやさしい買い物スタイル普及促進協議

会」と連携し、レジ袋削減に取り組んできました。 
県内のスーパーにおける、令和元年７月のレジ袋辞退率は、50.3%でしたが、

レジ袋が有料化された令和２年７月のレジ袋辞退率は、83.5%となり、有料化

をきっかけに大きく伸びました。今後ともレジ袋辞退率が向上するよう、県

民向けにマイバッグの推奨を図ります。 

このほか、ワンウェイプラスチック削減を促進するため、「ぐんまプラご

み削減取組店登録制度」により、プラスチックごみ削減に積極的に取り組む

店舗を登録し、県内事業者による取組の周知や拡散・拡充を図るとともに、

県有施設でのウォーターサーバーの設置等を行います。 
プラスチック資源循環促進法では、プラスチック製品の製造時にリサイク

ルしやすい設計（環境配慮型設計）とするための指針の策定のほか、民間事

業者に使い捨てプラスチックの使用抑制やリサイクルを義務づけることが

規定されており、今後、国の動向も踏まえながら、ワンウェイプラスチック

削減の取組を加速させます。 
 

イ グリーン購入※の推進・リユース食器の活用（再掲） 

群馬県グリーン購入品目別ガイドラインを改訂し、県が調達するプラスチ

ック製品全般を生分解性プラスチックや木製品への転換を図ります。 
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また、会議等での飲料について、ペットボトルからマイボトル持参への転

換を図るとともに、県主催のイベント等でリユース食器の活用を積極的に推

進します。 

 

ウ ワンウェイプラスチックから再生プラスチック・代替プラスチックへの転換

促進（再掲） 

農業用生産資材や建設資材などで使用されているプラスチックについて、

再生プラスチックや代替プラスチックへの転換を促すため、企業・農業者等

に対して技術支援や経営支援を行います。 

農業用生産資材（マルチフィルム）については、生分解性マルチフィルム

の利用を促進します。 

県主催イベント等において、代替プラスチックを使用した製品の紹介を行

います。 

また、各市町村が定めている指定ごみ袋について、バイオマスプラスチッ

ク等の導入を促進します。 

 

エ 革新的な技術・ビジネスモデルの導入促進（再掲） 

国の「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」や「プラス

チックに係る資源循環の促進等に関する法律」の趣旨も踏まえながら、今後、

ＡＩによる資源を必要な量だけ無駄なく利用する仕組みやリターナブル容器

による商品提供・回収等ワンウェイプラスチックに依存しないビジネスプラ

ンを社会実装できるよう支援します。 

 

オ プラスチック代替素材の開発支援（再掲） 

企業と連携して、山村地域に適応した小規模・低環境負荷な製法により、

県産木材からセルロースナノファイバーや改質リグニンを製造するための調

査研究に取り組みます。 

 

カ プラスチックごみ一括回収の促進（再掲） 

プラスチック製容器包装とプラスチック使用製品廃棄物の一括回収（分別

収集）について、全市町村が実施するよう、情報提供等の支援を行います。 

キ 尾瀬ごみ持ち帰り運動 

尾瀬をモデル地区として、ごみ持ち帰りの呼びかけを行い環境保全に関す

る啓発を進めます。 

 

ク 河川巡視・パトロールの実施 

河川敷やその周辺でパトロール等を行うことにより、ごみの不法投棄の抑

制や早期発見につなげます。 
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ケ 事業者団体による環境宣言のサポート・実践 

ぐんま SDGs コーチングプログラム等により県内中小企業の SDGs 宣言まで

のサポートを実施します。 

 

（２）５Ｒ（３Ｒ＋Refuse＋Respect）の普及啓発、県民運動等の推進、リサイク

ルの推進 

本県は、使い捨てプラスチック製品の使用削減、分別収集や再生利用を推進

することで、廃棄物の発生抑制や循環資源の再利用化を図り、持続可能な循環

型社会の形成を目指すことにより、プラスチックごみを始めとする海岸漂着物

の発生抑制に努めます。 

 

＜具体的事業＞ 

ア 環境にやさしい買い物スタイルの普及促進（再掲） 

消費者団体、事業者、県、市町村で構成される「群馬県環境にやさしい買

い物スタイル普及促進協議会」と連携し、動画等を積極的に活用して普及啓

発することで、県民一人一人の行動変革を促します。 

マイバッグの活用や、必要なものを必要な分だけ購入すること、リターナ

ブル容器入りの商品や詰替え商品の積極的な選択等、環境に負荷をかけない

買い物スタイルや５Ｒの徹底を図ります。 

 

イ 県民への啓発活動（ぐんま５Ｒ宣言等）の推進（一部を再掲） 

県主催のイベント等においてリユース食器を積極的に活用することで、継

続的に県民への普及啓発を図ります。 

また、群馬県環境アドバイザー連絡協議会と連携しながら、ごみ減量に関

する講演会などを実施し、県民への５Ｒの定着を図ります。 

 

ウ ごみの分別の徹底を図るための普及・啓発（再掲） 

ごみの分別の種類が多い市町村はごみの排出量が少ない傾向がみられるよ

うに、ごみの分別を徹底することはごみの減量につながるため、ごみの分別

の徹底を県民に対して普及・啓発します。県は、各市町村に対してごみの分

別回収を支援し、各市町村の分別回収の状況を県民に県ホームページで情報

提供します。 

 

エ 紙・布類のリサイクル等の推進（再掲） 

2019（令和元）年 3 月から 2020（令和 2）年 10 月まで神流町において民間

事業者が直接、住民から雑がみを回収する社会実験を実施しました。合計

560kg の雑がみを回収し、住民に対する紙類分別の意識啓発に一定の効果が
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ありました。 

一方、民間事業者からは、古紙の市況が低迷しており、雑がみのみの回収

では収益が得られないという課題も挙げられました。 

こうした課題を踏まえ、今後、回収方法の改善を図り、引き続き市町村と

協力しながら、紙類リサイクルに向けた新たな回収体制の構築に取り組むこ

ととします。 

また、生活系の可燃ごみには、再利用や資源化できる布類が多く含まれて

いることから、市町村や民間団体による集団回収や拠点回収等による布類の

回収を促進します。 

 

オ グリーン購入※等、再商品化された品目の積極的な利用促進と市場の拡大の支

援（再掲） 

資源を有効に活用し、循環を基調とした社会を実現するため、環境への負

荷が少ないものを購入する、いわゆる「グリーン購入」を積極的に推進し、

需要面から環境物品等の市場拡大を促進します。 

 

（３）廃棄物の発生抑制、資源循環の推進に向けた市町村との連携 

本県は、プラスチックごみだけでなく全ての廃棄物等に対する適正処理を推

進することにより、河川を通じ海に流出する可能性があるあらゆるごみの飛散、

流出抑制に努めます。 

 

＜具体的事業＞ 

ア 廃棄物の発生抑制等に関する施策の導入に向けた市町村への支援（再掲） 

廃棄物の発生抑制、資源循環の推進に関する施策の事例やノウハウを共有

し、市町村による施策の導入が促進されるよう支援します。また、廃棄物の

発生を抑制して処理費用を軽減することで、行政サービスに使える予算が増

えることとなるため、経費面から考えることも重要です。これらの施策の実

施を支援する国の補助制度等を活用し、市町村における施策の予算の確保を

支援します。 

市町村が、ごみ処理手数料の有料化※を検討する場合には、住民からの幅広

い理解が得られるよう、市町村に対してコスト分析手法等の技術的支援を行

います。 

 

イ 市町村が実施している事業との連携（再掲） 

市町村が実施している事業に関する啓発活動等のうち、全県的に実施する

ことでより多くの成果が期待できる事業については、市町村単独で実施して

いくだけでなく学識経験者、県、市町村、市民活動団体等、事業者により構

成される「ぐんま３Ｒ推進会議」における検討等を踏まえながら各関係者が
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広く連携して事業を推進します。 

 

ウ 各種リサイクル法に定める全ての品目の分別回収の促進（再掲） 

市町村への情報提供等を通じて容器包装リサイクル法や小型家電リサイク

ル法に定める全ての品目について、全市町村が分別回収するよう促進します。 

 

エ 市町村と連携した回収方法・回収ルートの拡充（再掲） 

回収方法や回収ルートを多様化することで回収量の増加が期待できるプラ

スチックごみについては、店頭回収の活用を促進する等、市町村や小売事業

者等と連携して回収方法や回収ルートの拡充を推進します。 

また、市町村に対して新たな回収拠点の整備や、回収品目の拡大を検討す

る際の助言・情報提供等を行います。 

 

３ 環境学習 

（１）海岸漂着物問題に取り組む人づくり 

本県は、持続可能な社会の構築と県民幸福度の向上を目指すために、2050 年

に向けた「ぐんま 5 つのゼロ宣言」を掲げています。その実現のためには、私

たち一人一人の自覚と行動が必要不可欠であり、身の回りの自然環境に興味関

心を持ち、環境と調和した持続可能な社会とはどのような社会であるかを正し

く理解し、その実現に向けて、自ら学び、課題解決へ向けて主体的に行動でき

る人材を育てていく必要があります。 

プラスチックごみを始めとする海岸漂着物の発生抑制対策の推進にあたって

も、次に掲げるとおり環境学習を推進し、県民一人一人がプラスチック製品の

適切な使用について考え、内陸県でありながらプラスチックごみ問題や海岸漂

着物問題等に当事者意識を抱くとともに、それらの問題について理解を深めて

いくことが必要です。 

 

 

＜具体的事業＞ 

ア 動く環境教室の推進 

学校等における体験的な環境学習を支援するため、実験機材を搭載した「エ

コムーブ号」を活用し、県に登録し研修を受けた環境学習サポーターが、学

校等の要望により環境教室を開催します。 

 

イ 環境学習サポーターの育成 

環境学習サポーターは主に｢動く環境教室｣において講師を務めます。「動く

環境教室」の幅広い学習分野を習得するための座学や、学習の流れを踏まえ
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た実験の仕方等、体験的な学習を行動へ結びつけるための研修を行っていま

す。 

また、ぐんま環境学校（エコカレッジ）のカリキュラムに動く環境教室の

体験を組み込み、環境学習サポーターの育成を行っています。 

 

ウ ぐんま環境学校（エコカレッジ） 

広く県民を対象とした講座を開講し、講義やワークショップ、フィールド

ワーク等を通じて、地域における環境学習や環境活動を自ら主体的に実践で

きる人材を養成します。 

 

エ 群馬県環境アドバイザー登録及び支援 

地域における環境保全活動の牽引役として活動する「群馬県環境アドバイ

ザー」を登録し、活動を支援します。 

 

オ こどもエコクラブへの支援 

公益財団法人日本環境協会が運営する「こどもエコクラブ全国事務局」と

連携し、県内登録クラブの活動に対し支援をしています。主な事業として県

内のこどもエコクラブ交流会や学習会等を実施します。 

 

４ 普及啓発 

（１）海岸漂着物問題への当事者意識の醸成 

本県は、事業者、NPO、ボランティア団体等を含む多くの県民にプラスチック

ごみを始めとする海岸漂着物問題に関する普及啓発を行い、海岸漂着物問題を

当事者としてとらえる意識醸成を図ります。また、各主体がパートナーシップ

を構築し、多くの県民がごみの排出抑制等の環境保全活動に参画できるよう、

場の提供や支援を行います。 

 

 

＜具体的事業＞ 

ア マイクロプラスチック等の実態把握調査 

河川水中のマイクロプラスチック調査や河川敷の散乱ごみ調査を実施し、

本県から海洋に流出するプラスチックの実態把握を行います。得られた調査

結果を一般に広く公表することにより海岸漂着物問題に関する普及啓発を行

います。 

また、計画の見直しに合わせ、実態把握調査結果の蓄積を踏まえて、環境

中のごみの実態に関する目標を設定することを目指します。 
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イ 環境にやさしい買い物スタイルの普及促進（再掲） 

消費者団体、事業者、県、市町村で構成される「群馬県環境にやさしい買

い物スタイル普及促進協議会」と連携し、動画等を積極的に活用して普及啓

発することで、県民一人一人の行動変革を促します。 

マイバッグの活用や、必要なものを必要な分だけ購入すること、リターナ

ブル容器入りの商品や詰替え商品の積極的な選択等、環境に負荷をかけない

買い物スタイルや５Ｒの徹底を図ります。 

 

ウ 県民への啓発活動（ぐんま５Ｒ宣言等）の推進（一部を再掲） 

県主催のイベント等においてリユース食器を積極的に活用することで、継

続的に県民への普及啓発を図ります。 

また、群馬県環境アドバイザー連絡協議会と連携しながら、ごみ減量に関

する講演会などを実施し、県民への５Ｒの定着を図ります。 

 

エ ごみの分別の徹底を図るための普及・啓発（再掲） 

ごみの分別の種類が多い市町村はごみの排出量が少ない傾向がみられるよ

うに、ごみの分別を徹底することはごみの減量につながるため、ごみの分別

の徹底を県民に対して普及・啓発します。県は、各市町村に対してごみの分

別回収を支援し、各市町村の分別回収の状況を県民に県ホームページで情報

提供します。 

 

オ 尾瀬ごみ持ち帰り運動（再掲） 

尾瀬をモデル地区として、ごみ持ち帰りの呼びかけを行い環境保全に関す

る啓発を進めます。 
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５ 目標 

本県が掲げる「ぐんま５つのゼロ宣言」の宣言４、プラスチックごみ「ゼロ」

を踏まえ、実態把握調査を継続し、環境中のごみの削減に関する指標を設定する

ことを目指すとともに、2050 年には、環境中に排出されるプラスチックごみをな

くし、本県から海洋へ流出するごみを削減することを目標とします。 

また、数値目標の一覧を表 5-3-1 に示します。なお、数値目標については、環

境基本計画 2021-2030 第５章第２節「持続可能な循環型社会づくり」において設

定されている数値目標と同一とすることを基本としつつ、各事業に目標が設定さ

れている場合、当該目標を数値目標とします。  

表 5-3-1 数値目標 

指標 
 

単位 
 

最新の実績値 目標 

年度 数値 年度 数値 

<発生抑制対策>（１）プラスチックごみの削減 

<発生抑制対策>（２）５Ｒの普及啓発、県民活動等の推進、リサイクルの推進 

<発生抑制対策>（３）廃棄物の発生抑制、資源循環の推進に向けた市町村との連携 

一人一日当たりのごみの排出量 g/人・日 R5 933 R12 805 以下 

一人一日当たりの家庭系ごみの排出量 g/人・日 R5 612 R12 404 以下 

一人一日当たりのごみの焼却量 g/人・日 R5 781 R12 683 以下 

一般廃棄物の再生利用率 ％ R5 13.8 R12 27 以上 

一般廃棄物の最終処分量 千 t R5 66 R12 56 以下 

産業廃棄物の排出量 千 t R4 3,807 R12 3,768 以下 

産業廃棄物の再生利用率 % R4 51.3 R12 56 以上 

産業廃棄物の最終処分量 千 t R4 89 R12 85 以下 

プラスチック製容器包装分別収集市町村数 市町村 R6 26 R12 35 

不法投棄早期解決率 % R6 92 R12 80 

産業廃棄物相談員による立入件数 件 R6 398 R12 430 

<環境学習>（１）海岸漂着物問題に取り組む人づくり 

動く環境教室受講者数 人/年 R6 5,373 R12 6,000 

環境アドバイザー登録者数 人 R6 336 R12 350 

ぐんま環境学校（エコカレッジ）修了者数 人/年 R6 34 R12 30 

環境学習研修講座受講者数 人/年 R6 42 R12 47 

<発生抑制対策>（１）プラスチックごみの削減 キ 尾瀬ごみ持ち帰り運動 

運動実施回数 回 R6 1 R12 1 
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第４節 関係者の役割分担と相互協力 

１ 関係者の役割分担 

プラスチックごみの削減及び発生抑制対策の促進にあたっては、国、県、市町

村及び事業者等の総合的な協力が必要不可欠です。それぞれの役割を理解しつつ、

関係者が相互に連携してこれらの課題に取り組む必要があると考えられます。 

 

表 5-4-1 関係者の役割 

主体 役割 

国 ・基本方針の策定 

・財政支援 

・技術的支援 

県 ・地域計画の策定 

・５Ｒの普及啓発 

・発生抑制や適正処理等に係る普及啓発 

・分別収集、処理体制の構築 

・不法投棄に対する対応 

・技術的支援 

・情報収集と発信 

・他県との連携の推進 

市町村 ・分別収集、処理体制の構築 

・不法投棄に対する対応 

・発生抑制や適正処理等に係る普及啓発 

・清掃活動への支援 

・情報取得 

事業者 ・５Ｒの取組 

・環境負荷の低い製品・サービスの提供 

・清掃活動への参加 

民間団体 ・５Ｒの取組 

・発生抑制や適正処理等に係る普及啓発 

・清掃活動の企画及び参加 

県民 ・５Ｒの実践 

・不法投棄の防止 

・ごみの適正な処理への協力 

・清掃活動への参加 

・環境学習への参加 
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２ 流域県との連携 

プラスチックごみを含む海岸漂着物の問題は、流域圏の内陸地域と沿岸地域が

一体となった広範な関係主体による取組が必要です。本県は利根川流域の上流に

位置する内陸県であることから、利根川の河口に面する沿岸県である茨城県及び

千葉県と、連携・協力し海岸漂着物等の発生抑制対策に取り組むこととします。 

プラスチックごみの削減については、各県の既存の取組を基本としつつ、レジ

袋をはじめとするプラスチック製品や使い捨て容器等のあらゆるプラスチックご

みの削減に向け、マイバッグやマイボトル利用の普及促進や３Ｒの啓発活動等の

実施にあたって相互に連携しながら取組を推進します。 

特に３Ｒの推進に関しては、各県において循環型社会の形成を目指し独自に実

施している様々な取組を踏まえつつ、既存事業の連携・協力について検討すると

ともに、理念や目的、取組内容を共通化した事業の実施に努めるものとします。 

 また、３Ｒや海洋ごみ問題の普及啓発にあたっては、相互に取組を周知し、啓

発物資を共有化・共同作成するなど、流域県との連携した取組が住民意識の醸成

に効果的であると考えられます。 

このほか、内陸である本県を含む流域全体として、海岸漂着物や陸、河川のご

み等に関する様々な課題、問題に対して相互に連携して取り組むため、各県で実

施する対策の内容や取組状況の報告、意見交換、実態把握調査の結果報告、その

他資料の共有化、SNS 等での情報発信等、多岐にわたった情報共有を行うことに

より相互連携を図ることとします。 
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第５節 海岸漂着物対策の実施に当たって配慮すべき事項・その他海岸

漂着物対策の推進に関し必要な事項 

１ 対策実施上配慮すべき事項等 

（１） モニタリングの実施 

本県は、計画期間中、実態把握のための調査を行い、施策効果の検証を行うもの

とします。 

 

（２） 災害等の緊急時における対応 

災害等により河川に大量のごみが流出した場合や危険物の流出が見られる場合は、

関係機関と連携して適切に対応するものとします。 

 

（３） 地域住民、民間団体等の参画と情報提供 

対策の実施にあたっては、地域住民及び関係団体等の自発的な参画を促すため、

積極的な情報提供を行い、連携の推進に努めるものとします。 
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第６章 計画の推進 

第１節 各主体の役割 

第３章では、本計画の基本理念を「環境への負荷を抑制し、廃棄物の適正処理

を更に推進しながら、環境・経済・社会を統合した持続可能な形で資源を循環利

用していく社会の実現を図ります。」と定めました。 

また、ＳＤＧｓでは 17 番目の目標として「パートナーシップで目標を達成しよ

う」としています。 

この計画の着実な推進のためには、生産、流通、消費、廃棄物処理・リサイク

ル等の社会経済活動のそれぞれの場面に関わる県民等各主体が、それぞれの役割

を果たし、相互に連携・協働することが必要です。 

このため、本章では、県民等各主体に期待される役割を次のとおり定めます。 

 

１ 県  民 

県民は、自らの消費活動等に伴うごみの排出により、知らず知らずのうちに環

境に負荷を与えていますが、次の実践例を心掛け、行動を積み重ねることで、環

境への負荷を低減し、新たな天然資源の消費及び廃棄物処理に由来する温室効果

ガスの排出の抑制を図ることができます。これにより、本県が目指す脱炭素社会

の実現に寄与し、次の世代に現在の豊かさを承継させることができます。 

 【実践例】 

  この実践例は、県民の皆さんが「ぐんま５Ｒ宣言」（105 頁参照）をする時に

自らが取り組む内容を選択する際のメニューとしています。 

  ◎ 発生抑制（リデュース） 

   ・ 食べ物は食べ残さず食べきりに努めます。  

   ・ 生ごみは水切りを徹底します。 

   ・ 外出時はマイバッグ、マイボトルを利用します。   

   ・ 買い物の際は、必要なものを必要な量だけ買います。 

   ・ 使い捨てのもの（紙コップなど）の使用を控えます。 

 ◎ 再使用（リユース） 

  ・ フリーマーケットやリサイクルショップを利用します。 

  ・ 不要なものを知り合いなどに譲り合います。 

  ・ 繰り返し使えるリターナブル容器の商品を選択します。 

  ・ チラシや包装紙の裏面などを有効活用します。 

  ・ 市町村等が実施するリユース事業（不要日用品の交換会等）に参加、協

力します。 
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 ◎ 再生利用（リサイクル） 

  ・ 市町村のルールに従い分別を徹底します。 

  ・ 地域の集団回収に積極的に参加します。 

   ・ リサイクル製品やバイオマス資源から作られた製品を利用します。 

   ・ スーパー等の店頭回収を利用します。   

   ・ 生ごみは生ごみ処理機等を用いて肥料としてリサイクルします。 

  ◎ ごみになるものを受け取らない（リフューズ） 

   ・ レジ袋をもらわず持参したマイバッグを使用します。 

   ・ 割り箸や使い捨てのスプーンなどをもらうことを断ります。 

  ◎ ものに対して敬意をあらわす（リスペクト） 

   ・ 修理しながらものを大切に長く使います。 

・ 最後まで使いきります。 

 

更に、地域における循環型社会づくりに向け、県民一人一人が居住する地域の

環境と循環資源に関心を持ち、環境教育・環境学習や環境保全活動等に積極的に

参加したり、市民活動団体等の民間団体の活動、国や地方公共団体が進める食品

ロスの削減やバイオマスの活用に関する施策に協力することも求められます。 

 

２ 市民活動団体等、大学・研究機関等 

（１）市民活動団体等 

市民活動団体等の民間団体は、①地域住民のライフスタイルの変革を支援、

②５Ｒの推進をはじめとする地域における環境保全活動、③地域におけるコミ

ュニティビジネスの推進、④地域における環境教育・環境学習の実施など、自

ら循環型社会づくりに資する活動の担い手となることに加え、県民等各主体の

連携・協働のつなぎ手としての役割を果たすことが期待され、さらに市民活動

団体等同士のネットワークの構築も有効です。 

 

（２）大学等の学術・研究機関等 

大学等の学術・研究機関は、学術的・専門的な知見を充実させ、客観的かつ

信頼できる情報を、県民が分かりやすい形で提供することで、県民等各主体の

具体的な行動を促すことが期待されます。更に、学術的・専門的な知見も活か

し、県民等各主体の連携・協働のつなぎ手としての役割や、地域における環境

保全活動に積極的に取り組むことが期待されます。また、県民や事業者が実践

しやすい食品ロスの削減方法やバイオマスの活用方法の研究開発に取り組む

ことが期待されます。
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３ 事業者（製造業、小売業等） 

製造業者等は、その事業活動に伴って生じる廃棄物を自らの責任で適正に処理

することはもちろん、製造工程の工夫等による廃棄物の発生抑制や原材料の再使

用又は再生原材料やバイオマスの原材料等としての積極的な利用が求められます。

そして、廃棄物を排出する場合は、できる限りリサイクル業者へ委託処理し、再

生利用を促進することが重要です。そのほか、バイオマスエネルギーの積極的な

利用やバイオマスの活用技術の研究開発に取り組むことが期待されます。また、

小売業者は消費者に近い事業者として、特に一般廃棄物削減に係る取組への貢献

が求められます。 

食品ロスの削減に関しては、サプライチェーン全体で連携して、日々の事業活

動から排出される食品ロスの削減に努めることが求められています。また、未利

用食品が発生した場合には、フードバンク※等へ積極的に提供を行うことが求めら

れています。 

サーキュラーエコノミー※の実現に向けて、製造業者等は、製品等の設計段階に

おいて、分解が容易である、リサイクルしやすいよう単一素材を使用するなどの

環境配慮を行うことが求められています。 

 

４ 廃棄物処理業者・リサイクル業者 

廃棄物処理業者については、生活環境の保全と衛生環境の向上を確保した上で、

廃棄物を貴重な資源として捉え、そこから有用資源を積極的に回収し循環的に利

用していくことが求められます。 

廃棄物処理やリサイクルに関する技術については、その高度化を図っていくと

ともに、知的財産として適正に管理していくことが期待されます。他方で、基礎

的な技術など汎用性のあるもの等については、より多くの事業者が活用できるよ

う、共有していくことが期待されます。 

 

５ 市町村 

市町村は、一般廃棄物処理の事務を担っていることから、廃棄物等の適正処理

に加え、５Ｒの推進や地域循環共生圏※の形成など、地域における循環型社会づく

りを推進する上で中核的な役割を担っており、区域内の住民の生活に密着した資

源の循環的な利用に向けた各主体間のコーディネーターとしての役割が求められ

ます。そのほか、食品ロス削減推進法※第 13 条第１項の規定に基づく市町村食品

ロス削減推進計画及びバイオマス活用推進基本法※第 21 条第２項の規定に基づく

市町村バイオマス活用推進計画を策定するよう努めるとともに、地域特性に応じ

た取組を推進することが求められます。 
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また、大規模災害時等において、災害廃棄物処理を迅速かつ円滑に行うため、

平時から、広域的な資源の循環的利用及び廃棄物処理の連携・協力体制の構築並

びに処理施設の強靱化の計画的な推進等、災害廃棄物処理体制の構築を図ること

が必要です。 
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第２節 計画の推進と進行管理 

１ 推進体制 

 本計画は、学識経験者等により構成する「群馬県環境審議会」に設置された「群

馬県環境審議会循環型社会づくり推進部会」（以下「部会」という。）における調

査審議に基づき、県民や市町村等各主体がそれぞれの役割を果たすための取組に

ついて、県において相互の連携を確保しながら、総合的・計画的に推進します。 

 

２ 進行管理 

 

（１）目標達成に向けた進捗状況の把握 

 本計画では、循環型社会づくりの推進に向けた 10 年間の目標値を定め、その達

成に向けた各主体の取組を求めています。 

 県では、一般廃棄物については「一般廃棄物処理事業実態調査」により、産業

廃棄物については「産業廃棄物処理実績報告等」により、毎年度の廃棄物の処理

状況等を把握します。 

 また、これらの状況について、「環境白書」や県のホームページなどにより適宜

公表します。 

 

（２）進行管理 

本計画中の施策については、前計画に引き続き、ＰＤＣＡサイクル（計画、実

行、評価、対処の政策サイクル）の手法を導入し、次のとおり進行管理していく

こととします。 

ア 計画（Plan） 

 環境審議会及び部会での審議や市町村の意見等を踏まえ、取り組むべき施

策を策定すること。 

イ 実施（Do） 

 計画に基づき、県民を始めとする各主体が循環型社会づくりの推進に向け

た取組を実施すること。 

ウ 評価（Check） 

 部会において目標の達成状況や各主体の取組状況、各種施策の実施状況に

ついて点検・評価すること。 

エ 対処（Action） 

 目標の達成状況や各主体の取組状況等の評価に基づき、施策の練り直し等

を行うこと。 
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図 5-2-1  ＰＤＣＡサイクルによる進行管理の概念図 

 

（３）計画の見直し 

 目標値設定の前提となる社会経済情勢の変化、廃棄物関連制度に係る大きな改

正又は国の基本方針の改正等があった場合には、必要に応じて計画の見直しをし

ます。 

 

 

 


